
別表第１４（第３条関係）：特定原材料 
 
○えび 
○かに 
○くるみ 
○小麦 
○そば 
○卵 
○乳 
○落花生 
 



別表第１５（第３条，第１０条関係）：いわゆる「２２食品群＋５品目」 
 
１ 次に掲げるもののうち，原材料及び添加物に占める重量の割合が最も高い生鮮食品（(5)の緑茶及び

緑茶飲料にあっては荒茶の原材料，(6)のもちにあっては米穀，(8)の黒糖及び黒糖加工品にあっては黒
糖の原材料，(9)のこんにゃくにあってはこんにゃくいも（こんにゃくの原材料であるこんにゃく粉の
原材料として用いられたこんにゃくいもを含む。），(18)のこんぶ巻にあってはこんぶに限る。）の当該
割合が５０％以上であるもの 
(1) 乾燥きのこ類，乾燥野菜及び乾燥果実（フレーク状又は粉末状にしたものを除く。） 
(2) 塩蔵したきのこ類，塩蔵野菜及び塩蔵果実（農産物漬物を除く。） 
(3) ゆで，又は蒸したきのこ類，野菜及び豆類並びにあん（缶詰，瓶詰及びレトルトパウチ食品に該 

当するものを除く。） 
(4) 異種混合したカット野菜，異種混合したカット果実その他野菜，果実及びきのこ類を異種混合し 

たもの（切断せずに詰め合わせたものを除く。） 
(5) 緑茶及び緑茶飲料 
(6) もち 
(7) いりさや落花生，いり落花生，あげ落花生及びいり豆類 
(8) 黒糖及び黒糖加工品 
(9) こんにゃく 
(10) 調味した食肉（加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。） 
(11) ゆで，又は蒸した食肉及び食用鳥卵（缶詰，瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除 

く。） 
(12) 表面をあぶった食肉 
(13) フライ種として衣をつけた食肉（加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。） 
(14) 合挽肉その他異種混合した食肉（肉塊又は挽肉を容器に詰め，成形したものを含む。） 
(15) 素干魚介類，塩干魚介類，煮干魚介類及びこんぶ，干のり，焼きのりその他干した海藻類（細切 

若しくは細刻したもの又は粉末状にしたものを除く。） 
(16) 塩蔵魚介類及び塩蔵海藻類 
(17) 調味した魚介類及び海藻類（加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するもの並びに缶詰，瓶 

詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。） 
(18) こんぶ巻 
(19) ゆで，又は蒸した魚介類及び海藻類（缶詰，瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除 

く。） 
(20) 表面をあぶった魚介類 
(21) フライ種として衣をつけた魚介類（加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。） 
(22) (4)又は(14)に掲げるもののほか，生鮮食品を異種混合したもの（切断せずに詰め合わせたもの

を除く。） 
２ 農産物漬物 
３ 野菜冷凍食品 



４ うなぎ加工品 
５ かつお削りぶし 
６ おにぎり（米飯類を巻く目的でのりを原材料として使用しているものに限る。） 



別表第１６（第２条関係）：遺伝子組換え対象農作物 

 

１ 大豆（枝豆及び大豆もやしを含む。） 

２ とうもろこし 

３ ばれいしょ 

４ なたね 

５ 綿実 

６ アルファルファ 

７ てん菜 

８ パパイヤ 

９ からしな 



別表第１７（第３条，第９条関係）：遺伝子組換え対象加工食品 

対象農産物 加工食品 

大豆（枝豆及び大豆もやし

を含む。） 

① 豆腐・油揚げ類 

② 凍り豆腐，おから及びゆば 

③ 納豆 

④ 豆乳類 

⑤ みそ 

⑥ 大豆煮豆 

⑦ 大豆缶詰及び大豆瓶詰 

⑧ きなこ 

⑨ 大豆いり豆 

⑩ ①から⑨までに掲げるものを主な原材料とするもの 

⑪ 調理用の大豆を主な原材料とするもの 

⑫ 大豆粉を主な原材料とするもの 

⑬ 大豆たんぱくを主な原材料とするもの 

⑭ 枝豆を主な原材料とするもの 

⑮ 大豆もやしを主な原材料とするもの 

とうもろこし ① コーンスナック菓子 

② コーンスターチ 

③ ポップコーン 

④ 冷凍とうもろこし 

⑤ とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰 

⑥ コーンフラワーを主な原材料とするもの 

⑦ コーングリッツを主な原材料とするもの（コーンフレークを除く。） 

⑧ 調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの 

⑨ ①から⑤までに掲げるものを主な原材料とするもの 

ばれいしょ ① ポテトスナック菓子 

② 乾燥ばれいしょ 

③ 冷凍ばれいしょ 

④ ばれいしょでん粉 

⑤ 調理用のばれいしょを主な原材料とするもの 

⑥ ①から④までに掲げるものを主な原材料とするもの 

なたね  

綿実  

アルファルファ アルファルファを主な原材料とするもの 

てん菜 調理用のてん菜を主な原材料とするもの 

パパイヤ パパイヤを主な原材料とするもの 

からしな  
 



別表第１８（第３条，第１８条関係）：特定遺伝子組換えに係る形質、対象加工食品、対象農産物 
 

形質 加工食品 対象農産物 
ステアリドン酸産生 １ 大豆を主な原材料とするもの（脱脂されたこと

により，左欄に掲げる形質を有しなくなったもの
を除く。） 

２ １に掲げるものを主な原材料とするもの 

大豆 

高リシン １ とうもろこしを主な原材料とするもの（左欄に
掲げる形質を有しなくなったもの除く。） 

２ １に掲げるものを主な原材料とするもの 

とうもろこし 

エイコサペンタエン酸
（ＥＰＡ）産生 

１ なたねを主な原材料とするもの（左欄に掲げる形
質を有しなくなったものを除く。） 

２ １に掲げるものを主な原材料とするもの 

なたね 

ド コ サ ヘ キ サ エ ン 酸
（ＤＨＡ）産生 

 



別表第１９（第４条，第５条関係）：一般用加工食品の個別的表示事項 
 

食品 表示事項 表示の方法 
ト マ ト 加 工
品 

使用上の注意（内
面塗装缶以外を使
用 し た 缶 詰 に 限
る。） 

「開缶後はガラス等の容器に移し換えること」等と表示する。 

形状（固形トマト
に限る。） 

全形にあっては「全形」と，２つ割りにあっては「２つ割り」と，
４つ割りにあっては「４つ割り」と，立方形にあっては「立方形」
と，輪切りにあっては「輪切り」と，くさび形にあっては「くさび
形」と，不定形にあっては「不定形」と表示し，その他のものにあ
ってはその形状を最もよく表す用語を表示する。 

「 濃 縮 ト マ ト 還
元」の用語（濃縮ト
マトを希釈して製
造したトマトジュ
ースに限る。） 

「濃縮トマト還元」の用語を表示する。 

トマトの搾汁を濃
縮した度合（トマ
トピューレー及び
トマトペーストに
限る。） 

トマトの搾汁を濃縮した度合を，「トマトを裏ごしして，およそ３
倍に濃縮してあります。」等と表示する。 

トマトの搾汁の含
有率（トマト果汁
飲料に限る。） 

トマトの搾汁の含有率を実含有率を上回らない１０の整数倍の数
値により，％の単位で，単位を明記して表示する。 

ジャム類 使用上の注意（糖
用屈折計の示度が
６０ブリックス度
以下のもの又は内
面塗装缶以外を使
用 し た 缶 詰 に 限
る。） 

１ 糖用屈折計の示度が６０ブリックス度以下のものにあって
は，「開封後は，10℃以下で保存すること」等と表示する。 

２ 缶詰であって内面塗装缶以外の缶を使用したものにあって
は，「開缶後は、ガラス等の容器に移し換えること」等と表示す
る。 

乾めん類 調理方法 食品の特性に応じて表示する。 
そば粉の配合割合 
（そば粉の配合割
合が３０％未満の
干しそばに限る。） 

実配合割合を上回らない数値により「２割」，「2 0％」等と表示す
る。ただし，そば粉の配合割合が１０％未満のものにあっては，
「１割未満」，「10％未満」等と表示する。 

即席めん 調理方法 食品の特性に応じて表示する。 



使用上の注意（食
器として使用でき
る容器にめんを入
れているものに限
る。） 

容器を加熱するものにあっては「調理中及び調理直後は，容器に直
接手を触れないこと」等と，容器を加熱しないものにあっては「や
けどに注意」等と表示する。 

即席めん類 
（ 即 席 め ん
の う ち 生 タ
イ プ 即 席 め
ん 以 外 の も
のをいう） 

油脂で処理した旨 「油揚げめん」，「油処理めん」等油脂で処理した旨の文言を表示す
る。 

マカロニ類 調理方法 食品の特性に応じて表示する。 
無 菌 充 填 豆
腐（食品，添
加 物 等 の 規
格 基 準 第 １
食品の部 D
各 条 の 項 の
豆 腐 に 規 定
す る 無 菌 充
填 豆 腐 を い
う。） 

常温での保存が可
能である旨及び常
温で保存した場合
における賞味期限
である旨の文字を
冠したその年月日 

「常温保存可能品」の文字を表示する。 

凍り豆腐 調理方法 食品の特性に応じて表示する。 
プレスハム，
混 合 プ レ ス
ハム，ソーセ
ー ジ 及 び 混
合 ソ ー セ ー
ジ 

でん粉含有率（で
ん粉（加工でん粉
を含む。），小麦粉
及びコーンミール
の含有率が，プレ
スハム及び混合プ
レスハムにあって
は，３％を超える
場合，ソーセージ
及び混合ソーセー
ジにあっては５％
を超える場合に限
る。） 

でん粉（加工でん粉を含む。），小麦粉及びコーンミールの含有率
を％の単位で，単位を明記して表示する。 

食肉（鳥獣の
生肉（骨及び

鳥獣の種類 １ 「牛」，「馬」，「豚」，「めん羊」，「鶏」等とその動物名を表示す 
る。 



臓 器 を 含
む。）に限る。
以 下 こ の 項
に お い て 同
じ。） 
 

２ 鳥獣の内臓にあっては「牛肝臓」，「心臓（馬）」等と表示する。 
３ 名称から鳥獣の種類が十分判断できるものにあっては，鳥獣

の種類の表示を省略することができる。 
処 理 を 行 っ た 旨
（調味料に浸潤さ
せる処理，他の食
肉の断片を結着さ
せ成型する処理そ
の他病原微生物に
よる汚染が内部に
拡大するおそれの
ある処理を行った
ものに限る。） 

「タンブリング処理」，「ポーションカット」の文字等処理を行った
旨を示す文字を表示する。 

飲食に供する際に
その全体について
十分な加熱を要す
る旨（調味料に浸
潤させる処理，他
の食肉の断片を結
着させ成型する処
理その他病原微生
物による汚染が内
部に拡大するおそ
れのある処理を行
ったものに限る。） 

「あらかじめ処理してありますので中心部まで十分に加熱してお
召し上がりください」，「あらかじめ処理してありますので十分に
加熱してください」等飲食に供する際にその全体について十分な
加熱を要する旨の文言を表示する。 

生 食 用 で あ る 旨
（牛肉（内臓を除
く。）であって生食
用のものに限る。） 

「生食用」，「生のまま食べられます」等生食用である旨を明確に示
す文言を表示する。 

と畜場の所在地の
都道府県名（輸入
品にあっては，原
産国名）及びと畜
場の名称（牛肉（内
臓を除く。）であっ
て生食用のものに
限る。） 

とさつ又は解体が行われたと畜場の所在地の都道府県名（輸入品
にあっては，原産国名）及びと畜場である旨を冠した当該と畜場の
名称を表示する。 

食品衛生法第１３ 食品衛生法第１３条第１項の規定に基づく生食用食肉の加工基準



条第１項の規定に
基づく生食用食肉
の加工基準に適合
する方法で加工が
行われた施設の所
在地の都道府県名
（輸入品にあって
は，原産国名）及び
加 工 施 設 の 名 称
（牛肉（内臓を除
く。）であって生食
用のものに限る。） 

に適合する方法で加工が行われた施設（以下，この項及び別表第２
４の食肉の項において「加工施設」という。）の所在地の都道府県
名（輸入品にあっては，原産国名）及び加工施設である旨を冠した
当該加工施設の名称を表示する。 

一般的に食肉の生
食は食中毒のリス
クがある旨（牛肉
（内臓を除く。）で
あって生食用のも
のに限る。） 

「一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがあります」，「食肉（牛
肉）の生食は，重篤な食中毒を引き起こすリスクがあります」等一
般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨の文言を表示する。 

子供，高齢者その
他食中毒に対する
抵抗力の弱い者は
食肉の生食を控え
るべき旨（牛肉（内
臓を除く。）であっ
て生食用のものに
限る。） 

「子供，高齢者，食中毒に対する抵抗力の弱い方は食肉の生食をお
控えください」，「お子様，お年寄り，体調の優れない方は，牛肉を
生で食べないでください」等子供，高齢者その他食中毒に対する抵
抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨の文言を表示する。 

食肉製品（食
品 衛 生 法 施
行 令 第 １ ３
条 に 規 定 す
る も の に 限
る。以下この
表 に お い て
同じ。） 

原料肉名 配合分量の多いものから順に表示することとし，食肉である原料
については「馬」，「めん羊」，「鶏」等とその動物名を，魚肉である
原料については「魚肉」の文字を表示する。 

殺菌方法（気密性
のある容器包装に
充てんした後，そ
の中心部の温度を
摂氏１２０度で４
分間加熱する方法
又はこれと同等以
上の効力を有する
方法により殺菌し

殺菌温度及び殺菌時間を表示する。 



たもの（缶詰又は
瓶 詰 の も の を 除
く。）に限る。） 
乾燥食肉製品であ
る旨（乾燥食肉製
品（乾燥させた食
肉製品であって，
乾燥食肉製品とし
て販売するものを
いう。以下同じ。）
に限る。） 

「乾燥食肉製品」の文字等乾燥食肉製品である旨を示す文字を表
示する。 

非加熱食肉製品で
ある旨（非加熱食
肉製品（食肉を塩
漬けした後，くん
煙し，又は乾燥さ
せ，かつ，その中心
部の温度を摂氏６
３度で３０分間加
熱する方法又はこ
れと同等以上の効
力を有する方法に
よる加熱殺菌を行
っていない食肉製
品であって，非加
熱食肉製品として
販売するものをい
う。ただし，乾燥食
肉製品を除く。以
下同じ。）に限る。） 

「非加熱食肉製品」の文字等非加熱食肉製品である旨を示す文字
を表示する。 

水素イオン指数及
び水分活性（非加
熱 食 肉 製 品 に 限
る。） 

水素イオン指数を表示するときは，「ｐＨ」等水素イオン指数を示
す文字を付してその値を表示する。水分活性を表示するときは，水
分活性を示す文字を付してその値を表示する。 

特定加熱食肉製品
である旨（特定加
熱食肉製品（その
中心部の温度を摂

「特定加熱食肉製品」の文字等特定加熱食肉製品である旨を示す
文字を表示する。 



氏６３度で３０分
間加熱する方法又
はこれと同等以上
の効力を有する方
法以外の方法によ
る加熱殺菌を行っ
た 食 肉 製 品 を い
う。ただし，乾燥食
肉製品及び非加熱
食肉製品を除く。
以下同じ。）に限
る。） 
水分活性（特定加
熱 食 肉 製 品 に 限
る。） 

水分活性を示す文字を付してその値を表示する。 

加熱食肉製品であ
る旨（加熱食肉製
品（乾燥食肉製品，
非加熱食肉製品及
び特定加熱食肉製
品以外の食肉製品
をいう。）に限る。） 

「加熱食肉製品」の文字等加熱食肉製品である旨を示す文字を表
示する。 

容器包装に入れた
後加熱殺菌したも
のか，加熱殺菌し
た後容器包装に入
れ た も の か の 別
（加熱食肉製品に
限る。） 

「包装後加熱」の文字又は「加熱後包装」の文字等容器包装に入れ
た後加熱殺菌したものか，加熱殺菌した後容器包装に入れたもの
かの別を表示する。 

乳 種類別 乳等省令第２条の定義に従った種類別を表示する。 
殺菌温度及び時間
（殺菌しない特別
牛乳にあっては，
その旨） 

１ 温度は摂氏温度で表し，当該処理場で行っている実際の殺菌
温度を正確に表示する。 

２ 時間は「分」又は「秒」で表し，当該処理場で行っている実際
の殺菌時間を正確に表示する。 

３ 殺菌温度，殺菌時間を表すものであることを明らかにするた
め，「殺菌」，「殺菌温度」，「殺菌時間」等の文字を前又は後に表
示する。 

主要な原料名並び １ 主要な原材料名を配合割合の高い順に表示する。 



に含まれる無脂乳
固形分及び乳脂肪
分 の 重 量 百 分 率
（加工乳に限る。） 

２ 無脂乳固形分及び乳脂肪分の％重量を表示する。％の表示は，
小数第一位まで表示する。 

含まれる乳脂肪分
の重量百分率（低
脂肪牛乳に限る。） 

含まれる乳脂肪分の％重量を表示する。％の表示は，小数第一位ま
で表示する。 

常温での保存が可
能である旨及び常
温で保存した場合
における賞味期限
である旨の文字を
冠したその年月日
（常温保存可能品
に限る。） 

「種類別○○」の次に「（常温保存可能品）」の文字を表示する。 

乳製品 種類別 乳等省令第２条の定義に従った種類別を表示する。この場合にお
いて，チーズにあってはナチュラルチーズ又はプロセスチーズの
別，アイスクリーム類にあってはアイスクリーム，アイスミルク又
はラクトアイスの別を表示する。 

乳 製 品 で あ る 旨
（乳酸菌飲料に限
る。） 

「種類別○○」の次に「（乳製品）」の文字を表示する。 

主要な混合物の名
称（乳飲料，発酵
乳，乳酸菌飲料（無
脂 乳 固 形 分 ３ ．
０％以上のものに
限る。），チーズ又
はアイスクリーム
類に限る。） 

乳又は乳製品以外に混合したもののうち主要なもの及び量の多少
にかかわらずその製品の特性に不可欠なものの名称を表示する。 

主要な混合物の名
称及びその重量百
分率（加糖練乳，加
糖脱脂練乳，加糖
粉乳又は調製粉乳
に限る。） 

１ 主要な混合物の名称は，調製粉乳にあっては，乳又は乳製品以
外に混合したもののうち主要なもの及び量の多少にかかわらず
その製品の組成に必要不可欠なものの名称を表示し，それ以外
のものにあっては，「しょ糖」と表示する。 

２ １の重量％は，小数第一位まで表示する。 

含まれる無脂乳固
形分及び乳脂肪分 

１ 無脂乳固形分，乳脂肪分及び乳脂肪分以外の脂肪分の重量％
は，小数第一位まで表示する。ただし，アイスクリーム類，発酵



（乳脂肪分以外の
脂肪分を含むもの
にあっては，無脂
乳固形分及び乳脂
肪分並びに乳脂肪
分以外の脂肪分）
の重量百分率（乳
飲料，発酵乳，乳酸
菌飲料及びアイス
ク リ ー ム 類 に 限
る。） 

乳及び乳酸菌飲料であって，重量％が１％以上のものについて
は，小数第一位の数値の１から４までは０として，６から９まで
は５として，０．５間隔で表示することができる。 

２ 乳脂肪分以外の脂肪分にあっては，その脂肪分の個々の名称 
及びそれぞれの重量％を表示する。ただし，植物性脂肪又は乳脂
肪以外の動物性脂肪に取りまとめ，それぞれ総量で表示するこ
とができる。 

当 該 動 物 の 種 類
（牛以外の動物の
乳を原料として製
造したナチュラル
チーズに限る。） 

２種類以上の動物の乳を使用したものにあっては，当該動物の種
類を使用量の多い順に表示する。 

含まれる乳脂肪分
の重量百分率（ク
リーム及びクリー
ム パ ウ ダ ー に 限
る。） 

含まれる乳脂肪分の重量％は，小数第一位まで表示する。 

殺菌した発酵乳及
び乳酸菌飲料であ
る旨（殺菌した発
酵乳及び乳酸菌飲
料に限る。） 

殺菌した発酵乳にあっては，「種類別」の次に「殺菌済み発酵乳」
等殺菌した発酵乳である旨の文言を，殺菌した乳酸菌飲料にあっ
ては，「種類別」の次に「殺菌済み乳酸菌飲料」等殺菌した乳酸菌
飲料である旨の文言を表示する。 

容器包装に入れた
後，加熱殺菌した
旨（ナチュラルチ
ーズ（ソフト及び
セミハードのもの
に限る。）であっ
て，容器包装に入
れた後，加熱殺菌
したものに限る。） 

「包装後加熱」，「包装後加熱殺菌」，「容器包装後加熱殺菌済み」等
容器包装に入れた後に加熱殺菌したものである旨の文言を表示す
る。 

飲食に供する際に
加熱する旨（ナチ
ュラルチーズ（ソ

「種類別○○」の次に「（要加熱）」，「（加熱が必要）」，「（加熱して
お召し上がりください）」等飲食に供する際に加熱する旨の文言を
表示する。 



フト及びセミハー
ドのものに限る。）
であって，飲食に
供する際に加熱す
るものに限る。） 
製造時の発酵温度
が摂氏２５度前後
である旨（発酵乳
又は乳酸菌飲料で
あって，製造時の
発酵温度が摂氏２
５度前後のものに
限る。） 

「低温発酵」等製造時の発酵温度が摂氏２５度前後である旨を示
す文字を表示する。 

常温での保存が可
能である旨及び常
温で保存した場合
における賞味期限
である旨の文字を
冠したその年月日
（常温保存可能品
に限る。） 

「種類別○○」の次に「（常温保存可能品）」の文字を表示する。 

乳 又 は 乳 製
品 を 主 要 原
料 と す る 食
品 

名 称 又 は 商 品 名
（乳酸菌飲料にあ
っては，その旨） 

一般的名称又は商品名を表示する。この場合において，乳酸菌飲料
にあっては，「乳酸菌飲料」の文字を表示する。 

乳若しくは乳製品
を原材料として含
む旨，乳成分を原
材料として含む旨
又は主要原料であ
る乳若しくは乳製
品の種類別のうち
少なくとも１つを
含む旨 

「この製品は原材料に乳を使用しています」等乳若しくは乳製品
を原材料として含む旨，乳成分を原材料として含む旨又は主要原
料である乳若しくは乳製品の種類別のうち少なくとも１つを含む
旨を表示する。 

含まれる無脂乳固
形分及び乳脂肪分
（乳脂肪分以外の
脂肪分を含むもの
にあっては，無脂

１ 無脂乳固形分，乳脂肪分及び乳脂肪分以外の脂肪分の重量％
を表示する。％表示は，小数第一位まで表示する。ただし，乳又
は乳製品を主要原料とする食品であって，重量％が１％以上の
ものについては，小数第一位の数値の１から４までは０として，
６から９までは５として，０．５間隔で表示することができる。 



乳固形分及び乳脂
肪分並びに乳脂肪
分以外の脂肪分）
の重量百分率 

２ 乳脂肪分以外の脂肪分にあっては，その脂肪分の個々の名称
及びそれぞれの重量％を表示する。ただし，植物性脂肪又は乳脂
肪以外の動物性脂肪に取りまとめ，それぞれ総量で表示するこ
とができる。 

製造時の発酵温度
が摂氏２５度前後
である旨（乳酸菌
飲料であって，製
造時の発酵温度が
摂氏２５度前後の
ものに限る。） 

「低温発酵」等製造時の発酵温度が摂氏２５度前後である旨を示
す文字を表示する。 

鶏の液卵（鶏
の 殻 付 き 卵
か ら 卵 殻 を
取 り 除 い た
も の を い
う。） 

殺菌方法（殺菌し
たものに限る。） 

殺菌温度及び殺菌時間を表示する。 

未 殺 菌 で あ る 旨
（殺菌したもの以
外のものに限る。） 

「未殺菌」の文字等未殺菌である旨を示す文字を表示する。 

飲食に供する際に
加熱殺菌を要する
旨（殺菌したもの
以 外 の も の に 限
る。） 

「飲食に供する際には加熱殺菌が必要です。」等飲食に供する際に
加熱殺菌を要する旨を示す文言を表示する。 

切 り 身 又 は
む き 身 に し
た魚介類（生
か き 及 び ふ
ぐ を 原 材 料
と す る ふ ぐ
加 工 品 を 除
く。）であっ
て，生食用の
もの（凍結さ
せ た も の を
除く。） 

生食用である旨 「生食用」，「刺身用」，「そのままお召し上がりになれます」等生食
用である旨を示す文言を表示する。 

生かき 生食用であるかな
いかの別 

生食用又は加工用の別を表示する。生食用以外のかきについては，
「加熱調理用」，「加熱加工用」，「加熱用」等加熱しなければならな
いことを明確に表示する。 

採 取 さ れ た 水 域
（生食用のものに

都道府県，地域保健法（昭和２２年法律第１０１号）第５条第１項
の政令で定める市又は特別区が，自然環境等を考慮した上で，決定



限る。） した採取された水域の範囲を表示する。 
ゆでがに 飲食に供する際に

加熱を要するかど
うかの別 

「加熱の必要はありません」，「加熱用」，「加熱してお召し上がりく
ださい」等飲食に供する際に加熱を要するかどうかの別を示す文
言を表示する。 

魚 肉 ハ ム 及
び 魚 肉 ソ ー
セージ 

でん粉含有率（で
ん粉（加工でん粉
を含む。），小麦粉
及びコーンミール
の含有率が，魚肉
ハ ム に あ っ て は
９％，普通魚肉ソ
ーセージにあって
は１０％，特種魚
肉ソーセージにあ
っては１５％を超
える場合に限る。） 

つなぎ又は結着材料に使用したでん粉（加工でん粉を含む。），小麦
粉，コーンミール等の含有率）を％の単位で，単位を明記して表示
する。 

名称の用語（商品
名に名称の用語を
使用していない場
合に限る。） 

別表第４の魚肉ハム及び魚肉ソーセージの名称の項に規定する名
称の用語を表示する。 

魚肉ハム，魚
肉 ソ ー セ ー
ジ 及 び 特 殊
包 装 か ま ぼ
こ 

気密性のある容器
包装に充てんした
後，その中心部の
温度を摂氏１２０
度で４分間加熱す
る方法又はこれと
同等以上の効力を
有する方法により
殺菌したもの（缶
詰又は瓶詰のもの
を除く。）の殺菌方
法 

殺菌温度及び殺菌時間を表示する。 

水素イオン指数又
は水分活性（その
水素イオン指数が
４．６以下又はそ
の水分活性が０．
９４以下であるも 

水素イオン指数を表示するときは，「ｐＨ」等水素イオン指数を示
す文字を付してその値を表示する。水分活性を表示するときは，水
分活性を示す文字を付してその値を表示する。 



の（缶詰又は瓶詰
のものを除く。）に
限る。） 

削りぶし 名称の用語（商品
名に名称の用語を
使用していない場
合又は２種類以上
の魚類のふし，か
れぶし，煮干し又 
は圧搾煮干しを使
用したものであっ
て商品名に使用し
た全ての魚類の名
称を使用していな
い場合に限る。） 

別表第４の削りぶしの名称の項に定める名称の用語を表示する。 

密封の方法（気密
性のある容器包装
に入れ，かつ，不活
性ガスを充てんし
たものに限る。） 

「不活性ガス充てん，気密容器入り」と表示する。ただし，「不活
性ガス」については，その固有の名称で表示することができる。 

圧搾煮干し配合率
（圧搾煮干しを１
０％以上配合した
ものに限る。） 

実配合率を下回らない１０の整数倍の数値により，％の単位をも
って，単位を明記して表示する。 

うに加工品 塩うに含有率 ％の単位で，単位を明記して表示する。 
名称の用語（商品
名に名称の用語を
使用していない場
合に限る。） 

別表第４のうに加工品の名称の項に定める名称の用語を表示す
る。 

う に あ え も
の 

塩うに含有率 ％の単位で，単位を明記して表示する。 
名称の用語（商品
名に名称の用語を
使用していない場
合に限る。） 

別表第４のうにあえものの名称の項に定める名称の用語を表示す
る。 

ふ ぐ を 原 材
料 と す る ふ
ぐ加工品 

ロットが特定でき
るもの 

加工年月日である旨の文字を冠したその年月日，ロット番号等の
いずれかを表示する。 

原料ふぐの種類 原料ふぐの種類を次に掲げる標準和名（以下「標準和名」という。）
で表示するとともに，「標準和名」の文字を表示する。 



 ① とらふぐ 
 ② からす 
 ③ まふぐ 
 ④ しまふぐ 
 ⑤ しょうさいふぐ 
 ⑥ なしふぐ 

⑦ こもんふぐ 
⑧ ひがんふぐ 
⑨ くさふぐ 
⑩ ごまふぐ 
⑪ あかめふぐ 
⑫ むしふぐ 
⑬ めふぐ 
⑭ しろさばふぐ 
⑮ くろさばふぐ 
⑯ かなふぐ 
⑰ よりとふぐ 
⑱ くまさかふぐ 
⑲ ほしふぐ 
⑳ さざなみふぐ 
㉑ もようふぐ 
㉒ いしがきふぐ 
㉓ はりせんぼん 
㉔ ひとづらはりせんぼん 
㉕ ねずみふぐ 
㉖ はこふぐ 
㉗ さんさいふぐ 

漁獲水域名（原料
ふぐの種類がなし
ふぐ（有明海，橘
湾，香川県及び岡
山県の瀬戸内海域
で漁獲されたもの
に限る。）の筋肉を
原材料とするもの
又はなしふぐ（有
明海及び橘湾で漁
獲され，長崎県が

漁獲水域名を表示する。 



定める要領に基づ
き処理されたもの
に限る。）の精巣を
原材料とするもの
に限る。） 
生食用であるかな
いかの別（冷凍食
品のうち，切り身
にしたふぐを凍結
さ せ た も の に 限
る。） 

生食用のものにあっては，「生食用」等生食用である旨を示す文言
を表示し，生食用でないものにあっては，「加工用」，「フライ用」，
「煮物用」等生食用でない旨を示す文言を表示する。 

生 食 用 で あ る 旨
（切り身にしたふ
ぐであって生食用
のもの（調味した
ものであって，凍
結させたものを除
く。）に限る。） 

「生食用」の文字等生食用である旨を示す文字を表示する。 

塩蔵わかめ 食 塩 含 有 率 （ ４
０％を超える場合
に限る。） 

実含有率を下回らない１０の整数倍の数値により，％の単位をも
って，単位を明記して表示する。 

使用方法 「塩抜きして使用すること」等と表示する。 
名称の用語（商品
名に名称の用語を
使用していない場
合に限る。） 

別表第４の塩蔵わかめの名称の項に定める名称の用語を表示す
る。 

鯨肉製品 気密性のある容器
包装に充てんした
後，その中心部の
温度を摂氏１２０
度で４分間加熱す
る方法又はこれと
同等以上の効力を
有する方法により
殺菌したもの（缶
詰又は瓶詰のもの
を除く。）の殺菌方
法 

殺菌温度及び殺菌時間を表示する。 



食酢 酸度 ％の単位で，小数第一位までの数値を単位を明記して表示する。 
醸造酢の混合割合
（醸造酢を混合し
た合成酢に限る。） 

醸造酢の混合割合（製品の総酸量に対する混合された醸造酢の酸
量の百分比をいう。以下同じ。）を，実混合割合を上回らない１０
の整数倍の数値により，％の単位で単位を明記して表示する。ただ
し，実混合割合が１０％未満の場合は，実混合割合を上回らない整
数値により，％の単位で単位を明記して表示する。 

希釈倍数（希釈し
て使用されるもの
に限る。） 

「〇倍に希釈」と表示する。 

「醸造酢」又は「合
成酢」の用語 

醸造酢にあっては「醸造酢」と，合成酢にあっては「合成酢」と表
示する。 

風味調味料 使用方法 食品の特性に応じて表示する。 
乾燥スープ 調理方法 水若しくは牛乳を加えて加熱するものであるか又は水，熱湯若し

くは牛乳を加えるものであるかの別及びその加えるものの量を表
示する。 

「コンソメ」又は
「ポタージュ」の
用語（乾燥コンソ
メにあっては商品
名中に「コンソメ」
の用語を使用して
いないもの又は乾
燥ポタージュにあ
っては商品名中に
「ポタージュ」の
用語を使用してい
ないものに限る。） 

乾燥コンソメにあっては「コンソメ」と，乾燥ポタージュにあって
は「ポタージュ」と表示する。 

マ ー ガ リ ン
類 

油脂含有率（ファ
ットスプレッドに
限る。） 

％の単位で，単位を明記して表示する。 

名称の用語（商品
名に名称の用語を
使用していない場
合に限る。） 

別表第４のマーガリン類の名称の項に定める名称の用語を表示す
る。 

冷凍食品 飲食に供する際に
加熱を要するかど
うかの別（製造し，
又は加工した食品

「加熱の必要はありません」，「加熱用」，「加熱してお召し上がりく
ださい」等飲食に供する際に加熱を要するかどうかの別を示す文
言を名称の表示に併記するなどして表示する。 



（清涼飲料水，食
肉製品，鯨肉製品，
魚肉練り製品，ゆ
でだこ，ゆでがに，
食肉（鳥獣の生肉
（骨及び臓器を含
む。）を加工したも
のに限る。）及びア
イスクリーム類を
除く。以下同じ。）
を凍結させたもの
に限る。） 
凍結させる直前に
加熱されたもので
あるかどうかの別 
（加熱後摂取冷凍
食品（製造し，又は
加工した食品を凍
結させたものであ
って，飲食に供す
る際に加熱を要す
るとされているも
のをいう。）に限
る。） 

「凍結前加熱」の文字等凍結させる直前に加熱されたものである
かどうかの別を表示する。 

生食用であるかな
いかの別（切り身
又はむき身にした
魚介類（生かき及
びふぐを除き，調
味 し た も の に 限
る。）を凍結させた
ものに限る。） 

生食用のものにあっては，「生食用」等生食用である旨を示す文言
を表示し，生食用でないものにあっては，「加工用」，「フライ用」，
「煮物用」等生食用でない旨を示す文言を表示する。 

調 理 冷 凍 食
品（冷凍フラ
イ類，冷凍し
ゅうまい，冷
凍ぎょうざ，
冷凍春巻，冷

衣の率（冷凍魚フ
ライにあっては５
０％（食用油脂で
揚げたものにあっ
ては６０％），冷凍
えびフライにあっ

実比率を下回らない５の整数倍の数値により，％の単位をもって，
単位を明記して表示する。 



凍 ハ ン バ ー
グステーキ，
冷 凍 ミ ー ト
ボール，冷凍
フ ィ ッ シ ュ
ハンバーグ，
冷 凍 フ ィ ッ
シュボール，
冷 凍 米 飯 類
及 び 冷 凍 め
ん 類 に 限
る。） 

ては５０％（食用
油脂で揚げたもの
に あ っ て は ６
５％，食用油脂で
揚げたもの以外の
もので頭胸部及び
甲殻を除去し，又
はこれから尾扇を
除去した１尾当た
りのえびの重量が
６ｇ以下のものに
あっては６０％），
冷凍いかフライに
あ っ て は ５ ５ ％
（食用油脂で揚げ
た も の に あ っ て
は，６０％），冷凍
かきフライにあっ
ては５０％（食用
油脂で揚げたもの
に あ っ て は ， ６
０％），冷凍コロッ
ケ に あ っ て は ３
０％（食用油脂で
揚げたものにあっ
ては４０％）及び
冷凍カツレツにあ
っては５５％（食
用油脂で揚げたも
の に あ っ て は ６
５％）を超えるも
のに限る。） 
皮の率（冷凍しゅ
うまいにあっては
２５％，冷凍ぎょ
うざにあっては４
５％，冷凍春巻に
あ っ て は ５ ０ ％

実比率を下回らない５の整数倍の数値により，％の単位をもって，
単位を明記して表示する。 



（食用油脂で揚げ
たものにあっては
６０％）を超える
ものに限る。） 
使用方法 解凍方法，調理方法等を表示する。 
内容個数（内容個
数の管理が困難で
ないものに限る。） 

○個入り，○尾入り，○枚入り等と表示する。 

食用油脂で揚げた
後，凍結し，容器包
装に入れた旨（食
用 油 脂 で 揚 げ た
後，凍結し，容器包
装に入れたものに
限る。） 

食用油脂で揚げた後，凍結し，容器包装に入れた旨を表示する。 

ソースを加えた旨
又はソースで煮込
んだ旨（冷凍ハン
バーグステーキ，
冷 凍 ミ ー ト ボ ー
ル，冷凍フィッシ
ュハンバーグ又は
冷凍フィッシュボ
ールに限る。） 

ソースを加えた旨又はソースで煮込んだ旨を表示する。 

食肉の含有率（冷
凍ハンバーグ及び
冷凍ミートボール
（これらに具又は
ソースを加えたも
のにあっては，具
及 び ソ ー ス を 除
く。）であって，食
肉 の 含 有 率 が ４
０％未満のものに
限る。） 

実含有率を上回らない５の整数倍の数値により，％の単位をもっ
て，単位を明記した食肉の含有率を表示する。 

魚肉の含有率（冷
凍フィッシュハン
バーグ又は冷凍フ

実含有率を上回らない５の整数倍の数値により，％の単位をもっ
て，単位を明記した魚肉の含有率を表示する。 



ィ ッ シ ュ ボ ー ル
（これらに具又は
ソースを加えたも
のにあっては，具
又 は ソ ー ス を 除
く。）であって魚肉
の含有率が４０％
未 満 の も の に 限
る。） 

チ ル ド ハ ン
バ ー グ ス テ
ー キ 及 び チ
ル ド ミ ー ト
ボール 

調理方法 食品の特性に応じて表示する。 

チ ル ド ぎ ょ
うざ類 

調理方法 「加熱調理すること」等と表示する。 
皮の率（チルドぎ
ょうざ又はチルド
ぱおずにあっては
４５％，チルドし
ゅうまいにあって
は２５％，チルド
春巻にあっては５
０％を超える場合
に限る。） 

実比率を下回らない５の整数倍の数値により，％の単位をもって，
単位を明記して表示する。 

「チルド」の用語 「チルド」と表示する。 
「魚肉」の用語（あ
んに占める魚肉の
重量の割合が食肉
より多い場合にあ
って，商品名の一
部として，使用し
た主たる魚肉の名
称を表示していな
い場合に限る。） 

「魚肉」と表示する。 

「野菜」の用語（あ
んに占める食肉の
重量の割合及び魚
肉の重量の割合が

この表のチルドぎょうざ類の項の「魚肉」の用語に関する規定にか
かわらず，「野菜」と表示する。 



いずれもチルドぎ
ょうざにあっては
２０％未満，チル
ドしゅうまいにあ
っ て は ２ ５ ％ 未
満，チルド春巻又
はチルドぱおずに
あっては１０％未
満である場合にあ
って，商品名の一
部として，使用し
た主たる野菜の名
称を表示していな
い場合に限る。） 

容 器 包 装 詰
加 圧 加 熱 殺
菌食品 

食品を気密性のあ
る 容 器 包 装 に 入
れ，密封した後，加
圧加熱殺菌した旨 
（缶詰又は瓶詰の
食品，清涼飲料水，
食肉製品，鯨肉製
品及び魚肉練り製
品を除く。） 

「気密性容器に密封し加圧加熱殺菌」等食品を気密性のある容器
包装に入れ，密封した後，加圧加熱殺菌した旨を示す文言を表示す
る。 

レ ト ル ト パ
ウチ食品（植
物 性 た ん ぱ
く食品（コン
ビ ー フ ス タ
イ ル ） を 除
く。） 

レトルトパウチ食
品である旨 

レトルトパウチ食品である旨を表示する。 

調理方法（調理し
ないもの（単に温
めるものを含む。）
以 外 の も の に 限
る。） 

食品の特性に応じて表示する。 

内容量（調理しな
いもの（単に温め
るものを含む。）以
外のものに限る。） 

「〇人前」と表示する。 

食肉等若しくはそ
の加工品又は魚肉
の含有率（下欄の
表の上欄に掲げる

％の単位で，単位を明記したその含有率を表示する。 
名称 原材料名 割合 

カレー及びハヤシ 食肉等若しくはその
加工品又は魚肉 

３％（ハヤシに
あっては４％） 



ものを使用した場
合において，その
重量の原材料及び
添加物（ハンバー
グステーキ及びミ
ー ト ボ ー ル の う
ち，ソースを加え
た も の に あ っ て
は ， ソ ー ス を 除
く。）の重量に占め
る割合が，同表の
下欄に掲げる割合
に満たないときに
限る。） 

パスタソース 食肉又は魚肉 ６％ 
まあぼ料理のもと 食肉 ６％ 
牛どんのもと 牛肉 ２０％ 
シチュー 食肉等若しくはその

加工品又は魚肉 
６％（クリーム
シチューにあっ
ては３％） 

ハンバーグステーキ
及びミートボール 

食肉 ４０％ 

 

容 器 包 装 に
密 封 さ れ た
常 温 で 流 通
する食品（清
涼飲料水，食
肉製品，鯨肉
製 品 及 び 魚
肉練り製品 
を除く。）の
うち，水素イ
オ ン 指 数 が
４ ． ６ を 超
え，かつ，水
分活性が０．
９４を超え，
かつ，その中
心 部 の 温 度
を 摂 氏 １ ２
０ 度 で ４ 分
間 に 満 た な
い 条 件 で 加
熱 殺 菌 さ れ
た も の で あ
って，ボツリ

要冷蔵である旨 「要冷蔵」の文字等冷蔵を要する食品である旨を示す文字を表示
する。 



ヌ ス 菌 を 原
因 と す る 食
中 毒 の 発 生
を 防 止 す る
た め に 摂 氏
１ ０ 度 以 下
で の 保 存 を
要するもの 
缶詰の食品 主要な原材料名 １ 主要原材料が３種類以上にわたる場合は，配合分量の多いも

のから順に３種類まで表示する。 
２ 原則として，「主要原材料」の文字を冠する。 
３ 原材料は，その種類名を表示する。 
４ 名称その他表示から主要原材料が十分判断できるものにあっ

ては，主要原材料名の表示を省略することができる。 
農 産 物 缶 詰
及 び 農 産 物
瓶詰 

形状（１種類の農
産物（れんこん，た
けのこ，アスパラ
ガス，スイートコ
ーン，なめこ，マッ
シュルーム及び果
実（くり及びぎん
なんを除く。））を
詰 め た も の に 限
る。ただし，内容物
の形状を容易に確
認することができ
る 瓶 詰 に あ っ て
は，この限りでな
い。） 

１ １種類の農産物を詰めたものであって，使用した農産物が全
形のものにあっては「全形」又は果実名に「丸」の文字を冠して
「丸みかん」等と，つぼみのものにあっては「つぼみ」と，ホー
ルのものにあっては「ホール」と，ボタンのものにあっては「ボ
タン」と，開きのものにあっては「開き」と，全果粒のものにあ
っては「全果粒」と，身割れのものにあっては「身割れ」と，小
片のものにあっては「小片」と，じょうのう片のものにあっては
「じょうのう片」と，ホールカーネルのものにあっては「ホール
カーネル」と，クリームスタイルのものにあっては「クリームス
タイル」と，ロングスピアーのものにあっては「ロング」と，ス
ピアーのものにあっては「スピアー」と，チップのものにあって
は「チップ」と，筒切りのものにあっては「筒切り」と，傷のも
のにあっては「傷」と，先のものにあっては「先」と，切のもの
にあっては「切」と，筒のものにあっては「筒」と，２つ割りの
ものにあっては「２つ割り」と，４つ割りのものにあっては「４
つ割り」と，乱切りのものにあっては「乱切り」と，千切りのも
のにあっては「千切り」と，不定形のものにあっては「不定形」
と，薄切りのものにあっては「薄切り」と，ランダムスライスに
あっては「ランダムスライス」と，カットのものにあっては「カ
ット」と，カット・ヘッドのものにあっては「カット・ヘッド」
と，輪切りのものにあっては「輪切り」と，くさび形のものにあ
っては「くさび形」と，縦割りのものにあっては「縦割り」と，
角柱形のものにあっては「角柱形」と，立方形のものにあっては
「立方形」と，その他のものにあってはその形状を最もよく表す



用語を表示する。ただし，たけのこの全形を縦に２つに切断した
ものにあっては「２つ割り」に代えて「割」と，ホール又はボタ
ンをほぼ４等分したものにあっては「４つ割り」に代えて「クォ
ーター」と，マッシュルームのかさ及び茎を不規則に切断したも
のにあっては「不定形」に代えて「ピーセス・ステムス」と，マ
ッシュルームのホール又はボタンを厚さ２ｍｍ以上８ｍｍ以下
に軸に平行に切断したものにあっては「薄切り」に代えて「スラ
イス」と表示することができる。 

２ アスパラガスの表皮を除いたものにあっては，１の規定にか
かわらず，「ロング」，「スピアー」又は「チップ」等の形状を示
す文字の次に，括弧を付して，「皮むき」と表示する。 

３ こう付きのさくらんぼにあっては「全形こう付」又は「全形枝
付」と，皮付きのあんずにあっては「全形」又は「丸あんず」の
文字の次に括弧を付して「皮付」と表示する。 

大きさ（たけのこ
の全形を詰めたも
のに限る。ただし，
製造工程上の技術
的理由等から大き
さを把握できない
場合は，この限り
でない。） 

次の表に掲げる区分による大きさを表す記号又はその略号により
表示し，かつ，大きさの略号を表示する場合にあっては，その略号
が大，中，小若しくは特小である旨又はその略号が示す内容個数を
表示する。ただし，大きさをそろえていないものにあっては，「混
合」と表示する。 

 大きさ 
記号及び 
その略号 

大 
（Ｌ） 

中 
（Ｍ） 

小 
（Ｓ） 

特小 
（Ｔ） 

容
器
に
よ
る
区
分 

１号缶 ４個又は 
５個 

６個以上 
１０個以
下 

１１個以
上 
１５個以
下 

１６個以
上 

２号缶 ４個又は 
５個 

６個以上 
１０個以
下 

１１個以
上 
１５個 
以下 

１６個 
以上 

３号缶 ４個又は 
５個 

６個以上 
１０個 
以下 

１１個 
以上 
１５個 
以下 

１６個 
以上 

４号缶 － ４個又は 
５個 

６個以上 － 

５号缶 － ４個又は 
５個 

６個以上 － 



７号缶 － ４個又は 
５個 

６個以上 － 

その他の
缶型のも
の及び瓶
詰のもの 

１号缶から７号缶までの個数をもとにその水
容積比により換算した個数とする。 

 

基部の太さ（アス
パラガスのロング
スピアー，スピア
ー及びチップを詰
めたものに限る。
ただし，製造工程
上の技術的理由等
から基部の太さを
把握できない場合
は，この限りでな
い。） 

次の表に掲げる区分による基部の太さを表す記号又はその略号に
より表示し，かつ，基部の太さの略号を表示する場合にあっては，
その略号が特大，大，中若しくは小である旨又はその略号が示す基
部の直径を表示する。ただし，基部の太さをそろえていないものに
あっては，「混合」と表示する。 

基部の太さ 基部の太さを表す
記号及びその略号 皮付き 

（基部の直径） 
皮むき 

（基部の直径） 
２０ｍｍ以上 １８ｍｍ以上 特大（Ｅ） 
１５ｍｍ以上 
２０ｍｍ未満 

１３ｍｍ以上 
１８ｍｍ未満 

大（Ｌ） 

１０ｍｍ以上 
１５ｍｍ未満 

８ｍｍ以上 
１３ｍｍ未満 

中（Ｍ） 

１０ｍｍ未満 ８ｍｍ未満 小（Ｓ） 
 

粒の大きさ（グリ
ンピース，マッシ
ュルームのホール
及びボタン並びに
なめこを詰めたも
のに限る。ただし，
製造工程上の技術
的理由等から粒の
大きさを把握でき
ない場合は，この
限りでない。） 

グリンピースを詰めたものにあっては表１，マッシュルームのホ
ール及びボタンを詰めたものにあっては表２，なめこを詰めたも
のにあっては表３に掲げる区分による粒の大きさを表す記号又は
その略号により表示し，かつ，粒の大きさの略号を表示する場合に
あっては，その略号が特大，大，中，小，特小若しくは極小である
旨又はその略号が示す粒径，ふるい目の大きさ若しくはかさの直
径を表示する。ただし，粒の大きさをそろえていないものにあって
は，「混合」と表示する。 
 
表１ 

粒の大きさ 
（粒径） 

粒の大きさを表す 
記号及びその略号 

９ｍｍ以上 大（Ｌ） 
７ｍｍ以上９ｍｍ未満 中（Ｍ） 
７ｍｍ未満 小（Ｓ） 

 



表２ 
粒の大きさ 粒の大きさを表す 

記号及びその略号 
３５．０ｍｍふるい上 特大（Ｇ） 
３５．０ｍｍふるい下 
２７．５ｍｍふるい上 

大（Ｌ） 

２７．５ｍｍふるい下 
２１．０ｍｍふるい上 

中（Ｍ） 

２１．０ｍｍふるい下 
１６．５ｍｍふるい上 

小（Ｓ） 

１６．５ｍｍふるい下 
１２．０ｍｍふるい上 

特小（Ｔ） 

１２．０ｍｍふるい下 極小（ｍ） 
表３ 

 
 

粒の大きさ 
（かさの直径） 

粒の大きさを表す 
記号及びその略号 

形
状
に
よ
る
区
分 

つぼみ ２２ｍｍ以上 
３０ｍｍ未満 

大（Ｌ） 

１６ｍｍ以上 
２２ｍｍ未満 

中（Ｍ） 

１０ｍｍ以上 
１６ｍｍ未満 

小（Ｓ） 

１０ｍｍ未満 特小（Ｔ） 
開き ３０ｍｍ以上 

５０ｍｍ未満 
大（Ｊ） 

２０ｍｍ以上 
３０ｍｍ未満 

中（Ｅ） 

２０ｍｍ未満 小（Ｐ） 
 

果肉の大きさ（果
実（パインアップ
ルを除く。）の２つ
割りを詰めたもの
に限る。ただし，製
造工程上の技術的
理由等から果肉の
大きさを把握でき
ない場合は，この
限りでない。） 

１ もも，洋なし又は和なしを詰めたものにあっては，果肉数又は
次の表に掲げる区分による果肉の大きさを表す記号若しくはそ
の略号により表示し，かつ，果肉の大きさの略号を表示する場合
にあっては，その略号が大，中若しくは小である旨又はその略号
が示す果肉数を表示する。ただし，大きさをそろえていないもの
にあっては，「混合」と表示する。 

２ もも，洋なし及び和なし以外のものを詰めたものにあっては，
果肉数又は果肉の大きさを表す記号（大，中又は小の別）若しく
はその略号（Ｌ，Ｍ又はＳの別）により表示し，かつ，果肉の大
きさの略号を表示する場合にあっては，その略号が大，中若しく



は小である旨又はその略号が示す果肉数を表示する。ただし，大
きさをそろえていないものにあっては，「混合」と表示する。 

 果肉の大きさ 
記号及び 
その略号 

大（Ｌ）  中（Ｍ） 小（Ｓ） 

容
器
に
よ
る
区
分 

１号缶 ３０個以下 ３１個以上 
４５個以下 

４６個以上 
６０個以下 

２号缶 ８個以下 ９個以上 
１２個以下 

１３個以上 
１６個以下 

４号缶 ３個以下 ４個以上 
６個以下 

７個以上 
９個以下 

５号缶 ３個以下 ４個以上 
５個以下 

６個以上 
７個以下 

そ の 他 の 缶
型 の も の 及
び 瓶 詰 の も
の 

１,０００ｇ
当 た り １ ５
個以下 

１,０００ｇ
当 た り １ ６
個 以 上 ２ ５
個以下 

１,０００ｇ
当 た り ２ ６
個以上 

 

果粒の大きさ（全
果粒のもの並びに
さくらんぼ，あん
ず及びぶどうの全
形を詰めたものに
限る。ただし，製造
工程上の技術的理
由等から果粒の大
きさを把握できな
い場合は，この限
りでない。） 

１ みかんを詰めたものにあっては，果粒数又は次の表に掲げる
区分による果粒の大きさを表す記号若しくはその略号により表
示し，かつ，果粒の大きさの略号を表示する場合にあっては，そ
の略号が大粒，中粒若しくは小粒である旨又はその略号が示す
果粒数を表示する。ただし，大きさをそろえていないものにあっ
ては，「混合」と表示する。 

２ みかん以外のものを詰めたものにあっては，果粒数又は果粒
の大きさを示す記号（大粒，中粒又は小粒の別）若しくはその略
号（Ｌ，Ｍ又はＳの別）により表示し，かつ，果粒の大きさの略
号を表示する場合にあっては，その略号が大粒，中粒若しくは小
粒である旨又はその略号が示す果粒数を表示する。ただし，大き
さをそろえていないものにあっては，「混合」と表示する。 

果粒の大きさ 果粒の大きさを表す 
記号及びその略号 

１００ｇ当たり２０個以下 大粒（Ｌ） 
１００ｇ当たり２１個以上３
５個以下 

中粒（Ｍ） 

１００ｇ当たり３６個以上 小粒（Ｓ） 
 

内容個数（パイン
アップルの２つ割
り及び輪切り並び

「○個」，「○枚」等と表示する。 



にりんごの輪切り
のものを詰めたも
のに限る。ただし，
製造工程上の技術
的理由等から内容
個数を把握できな
い場合は，この限
りでない。） 
使用上の注意（内
面塗装缶以外を使
用 し た 缶 詰 に 限
る。） 

「開缶後はガラス等の容器に移し換えること」等と表示する。 

「冷凍原料使用」
の用語（アスパラ
ガス缶詰又はアス
パラガス瓶詰のう
ち凍結させたアス
パラガスを使用し
たもの及びパイン
アップル缶詰又は
パインアップル瓶
詰のうち凍結させ
た果肉を使用した
ものに限る。） 

「冷凍原料使用」と表示する。 

「もどし豆」の用
語（グリンピース
缶詰又はグリンピ
ース瓶詰のうちも
どし豆を使用した
ものに限る。） 

「もどし豆」と表示する。 

「 も ど し 原 料 使
用」の用語（マッシ
ュルーム缶詰又は
マッシュルーム瓶
詰のうち塩蔵した
マッシュルームを
水で戻して使用し
たものに限る。） 

「もどし原料使用」と表示する。 



固形分（えのきた
け缶詰又はえのき
たけ瓶詰のうちえ 
のきたけをしょう
ゆ，砂糖類等と煮
込んだものを詰め
たものに限る。） 

実固形分を上回らない１０の整数倍の数値により，％の単位をも
って表示する。 

形状を表す写真，
絵又は図柄（パイ
ンアップル缶詰に
限る。） 

形状を表す写真，絵又は図柄を表示する。 

畜 産 物 缶 詰
及 び 畜 産 物
瓶詰 

内容個数（家きん
卵水煮缶詰又は家
きん卵水煮瓶詰及
びその他の畜産物
缶詰又はその他の
畜産物瓶詰のうち
家きん卵を詰めた
ものに限る。） 

「〇〇個」又は「〇〇〇個～〇〇〇個」(下限の個数は上限の個数
の８０％以上であること。) と表示する。 

使用上の注意（内
面塗装缶以外を使
用 し た 缶 詰 に 限
る。） 

「開缶後はガラス等の容器に移し換えること」等と表示する。 

食肉の名称（食肉
缶 詰 又 は 食 肉 瓶
詰，コーンドミー
ト缶詰又はコーン
ドミート瓶詰及び
食肉等を詰めたそ
の他の畜産物缶詰
又はその他の畜産
物瓶詰であって，
商品名に使用した
食肉の名称を表示
していない場合に
限る。） 

使用した食肉の名称を表示する。 

肉 片 形 状 の 用 語
（食肉缶詰又は食

小肉片を使用したものについては「小肉片」の用語を，ほぐし肉を
使用したものについては「ほぐし肉」の用語を，ひき肉を使用した



肉瓶詰及び食肉等
を詰めたその他の
畜産物缶詰又はそ
の他の畜産物瓶詰
であって，商品名
から小肉片，ほぐ
し肉，ひき肉又は
骨付きのものを使
用したことが明ら
かでない場合に限
る。） 

ものについては「ひき肉」の用語を，骨付の食肉を使用したものに
ついては「骨付」の用語を表示する。 

調 理 食 品 缶
詰 及 び 調 理
食品瓶詰 

使用上の注意（内
面塗装缶以外を使
用 し た 缶 詰 に 限
る。） 

「開缶後はガラス等の容器に移し換えること」等と表示する。 

食肉の名称（食肉
野菜煮缶詰又は食
肉野菜煮瓶詰及び
食肉を調理して詰
めたその他の調理
食品缶詰又はその
他の調理食品瓶詰
であって，商品名
に使用した食肉の
名称を表示してい
ない場合に限る。） 

使用した食肉の名称を表示する。 

「骨付」の用語（そ
の他の調理食品缶
詰又はその他の調
理食品瓶詰であっ
て，骨付きの食肉
を使用したものに
限る。） 

「骨付」の用語を表示する。 

固形量又は内容量
に対する食肉，臓
器，可食部分及び
家きん卵並びにそ
れらの加工品の重

実混合割合を上回らない，１０の整数倍の数値により，％の単位を
もって，表示する。 



量の割合（食肉野
菜煮缶詰又は食肉
野菜煮瓶詰及びそ
の他の調理食品缶
詰又はその他の調
理食品瓶詰であっ
て固形量又は内容
量に対する食肉，
臓器，可食部分及
び家きん卵並びに
それらの加工品の
重 量 の 割 合 が １
０％以上のものに
限る。） 

水 の み を 原
料 と す る 清
涼飲料水 

殺菌又は除菌を行
っていない旨（容
器包装内の二酸化
炭素圧力が摂氏２
０度で９８kPa 未
満であって，殺菌
又は除菌（ろ過等
により，原水等に
由来して当該食品
中に存在し，かつ，
発育し得る微生物
を除去することを
いう。以下同じ。）
を行わないものに
限る。） 

「殺菌又は除菌を行っていない」等殺菌又は除菌を行っていない
旨を示す文言を表示する。 

果実飲料 使用方法（希釈し
て飲用に供する果
汁 入 り 飲 料 に 限
る。） 

「□倍希釈」，「□倍に薄めてお飲みください」等と表示する。 

「加糖」の用語（果
汁入り飲料以外の
果実飲料のうち，
砂糖類又は蜂蜜を
加 え た も の に 限

「加糖」と表示する。 



る。） 
「濃縮還元」の用
語（果実・野菜ミッ
クスジュース及び
果汁入り飲料以外
の 果 実 飲 料 の う
ち，還元果汁を使
用 し た も の に 限
る。） 

「濃縮還元」と表示する。 

希釈時の果汁割合 
（希釈して飲用に
供する果汁入り飲
料であって，名称
に「□倍希釈時」と
表示していない場
合に限る。） 

「□倍希釈時果汁○○％」と表示し，□には使用方法に表示した希
釈倍数を，○○には名称に表示した割合を表示する。 

果 実 の 搾 汁
又 は 果 実 の
搾 汁 を 濃 縮
し た も の を
凍 結 さ せ た
も の で あ っ
て，原料用果
汁 以 外 の も
の 

「冷凍果実飲料」
の文字 

「冷凍果実飲料」の文字を表示する。 

豆乳類 大豆固形分 ％の単位で整数値をもって単位を明記して表示する。ただし，豆乳
（大豆固形分が８％以上のものに限る。）にあっては「８％以上」
と，調製豆乳（大豆固形分が６％以上のものに限る。）にあっては
「６％以上」と，豆乳飲料（大豆固形分が４％以上のものに限る。）
にあっては「４％以上」（豆乳飲料であって果実の搾汁の原材料及
び添加物に占める重量の割合が５％以上のもの（大豆固形分が
２％以上のものに限る。）にあっては，「２％以上」）と表示するこ
とができる。 

使用上の注意（内
面塗装缶以外を使
用 し た 缶 詰 に 限
る。） 

「開缶後はガラス等の容器に移し換えること」等と表示する。 

名称の用語（商品 別表第４の豆乳の名称の項に定める名称の用語を表示する。 



名に名称の用語を
使用していない場
合に限る。） 
粉末大豆たんぱく
を加えた旨（粉末
大豆たんぱくを加
えた豆乳飲料であ
って，商品名に粉
末大豆たんぱくを
加えた旨の用語を
使用していない場
合に限る。） 

粉末大豆たんぱくを加えた旨を表示する。 

 



別表第２０（第８条関係）：様式、文字ポイント等表示の方式等の個別ルール 
 

食品 様式 表示の方式 
指定成分等含有
食品 

別記様式１の規定による。 第８条各号（第３号を除く。）の規定によるほか，
指定成分等含有食品である旨及び指定成分等に
ついて食品衛生上の危害の発生を防止する見地
から特別の注意を必要とする成分又は物である
旨は，ＪＩＳＺ８３０５に定める１４ポイント
の活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示
する。 

機能性表示食品 別記様式１の規定による。 第８条各号の規定によるほか，次に定めるとこ
ろによる。 
① 機能性表示食品である旨は，容器包装の主

要面に表示する。 
② 機能性関与成分及び当該成分又は当該成分

を含有する食品が有する機能性並びに機能性
及び安全性について，国による評価を受けた
ものではない旨は，容器包装の同一面に表示
する。 

農産物缶詰及び
農産物瓶詰 

 
名称 
形状 
大きさ 
基部の太さ 
粒の大きさ 
果肉の大きさ 
果粒の大きさ 
内容個数 
原材料名 
添加物 
原料原産地名 
固形量 
内容総量 
内容量 
賞味期限 
保存方法 
使用上の注意 
原産国名 

第８条各号（第３号を除く。）の規定によるほか，
次に定めるところによる。 
① 「冷凍原料使用」（凍結させたアスパラガス

を使用したものに限る。），「もどし豆」及び「も
どし原料使用」の用語は，商品名の表示され
ている箇所に近接した箇所に，商品名の高さ
の２分の１以上の高さであって，かつ，ＪＩ
ＳＺ８３０５に定める２０ポイント（缶又は
瓶の胴の面積が２５０ｃｍ2 未満のものに表
示する場合にあっては，１４ポイント）の活
字以上の大きさの統一のとれた文字で表示す
る。 

② 「冷凍原料使用」（凍結させたパインアップ
ルの果肉を使用したものに限る。）の用語は，
商品名の表示されている箇所に近接した箇所
に，商品名の高さの３分の２以上の高さであ
って，かつ，ＪＩＳＺ８３０５に定める２０
ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた
文字で表示する。 



製造者 
備考 
別記様式１の備考の規定によるほ
か，大きさ，基部の太さ，粒の大き
さ，果肉の大きさ，果粒の大きさ，
内容個数又は使用上の注意を一括
して表示することが困難な場合に
は，大きさ，基部の太さ，粒の大き
さ，果肉の大きさ，果粒の大きさ，
内容個数又は使用上の注意の欄に
表示箇所を表示すれば，他の箇所
に表示することができる。 

③ 「固形分」の用語は，商品名の表示されてい
る箇所に近接した箇所に，「固形分」及び「％」
の文字はＪＩＳＺ８３０５に定める９ポイン
トの活字以上，固形分を表示する数字は１４
ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた
文字で表示する。 

トマト加工品  
名称 
形状 
原材料名 
添加物 
原料原産地名 
固形量 
内容総量 
内容量 
賞味期限 
保存方法 
使用上の注意 
原産国名 
製造者 

備考 
別記様式１の備考の規定による。 

第８条各号（第３号を除く。）の規定によるほか，
次に定めるところによる。 
① 「濃縮トマト還元」の用語は，商品名の表示

されている箇所に近接した箇所に，ＪＩＳＺ
８３０５に定める１４ポイントの活字以上の
大きさの文字で表示する。 

② トマトの搾汁を濃縮した度合は，明瞭に表示 
する。 

③ トマトの搾汁の含有率は，商品名の表示さ
れている箇所に近接した箇所に，ＪＩＳＺ８
３０５に定める１４ポイントの活字以上の大
きさの文字で表示する。 

ジャム類 別記様式１の規定による。 第８条各号（第３号を除く。）の規定によるほか，
使用上の注意は，明瞭に表示する。 

乾めん類  
名称 
原材料名 
原料原産地名 
そば粉の配合割合 
内容量 
賞味期限 
保存方法 

第８条各号（第３号を除く。）の規定による。 



調理方法 
原産国名 
製造者 

備考 
別記様式１の備考の規定によるほ
か，次に定めるところによる。 
① 添加物を原材料名に併記しな

いで表示する場合にあっては，
原材料名の事項の下に添加物の
事項を表示する。 

② そば粉の配合割合を商品名に
近接した箇所に，ＪＩＳＺ８３
０５に定める１４ポイントの活
字以上の大きさの文字で，そば
粉の配合割合が１０％以上のも
のにあっては「そば粉の配合割
合・○割」等と実配合割合を上回
らない数値により，そば粉の配
合割合が１０％未満のものにあ
っては，「１割未満」，「10％未満」
等と表示することができる。こ
の場合において，そば粉の配合
割合の事項を省略することがで
きる。 

③ 調理方法を一括して表示する
ことが困難な場合には，調理方
法の欄に表示箇所を表示すれ
ば，他の箇所に表示することが
できる。 

マカロニ類  
名称 
原材料名 
添加物 
原料原産地名 
内容量 
賞味期限 
保存方法 
調理方法 

第８条各号（第３号を除く。）の規定による。 



原産国名 
製造者 

備考 
別記様式１の備考の規定によるほ
か，調理方法を一括して表示する
ことが困難な場合には，調理方法
の欄に表示箇所を表示すれば，他
の箇所に表示することができる。 

凍り豆腐  
名称 
原材料名 
原料原産地名 
内容量 
賞味期限 
保存方法 
原産国名 
製造者 

備考 
別記様式１の備考の規定によるほ
か，添加物を原材料名に併記しな
いで表示する場合にあっては，原
材料名の事項の下に添加物の事項
を表示する。 

第８条各号（第３号を除く。）の規定によるほか，
調理方法は，ＪＩＳＺ８３０５に定める８ポイ
ント（表示可能面積がおおむね１５０ｃｍ2 以下
のものにあっては，６ポイント）の活字以上の
統一のとれた文字で表示する。 

プレスハム，混
合プレスハム，
ソーセージ及び
混合ソーセージ 

 
名称 
原材料名 
添加物 
原料原産地名 
でん粉含有率 
内容量 
賞味期限 
保存方法 
原産国名 
製造者 

備考 
別記様式１の備考の規定による。 

第８条各号（第３号を除く。）の規定による。 

畜産物缶詰及び
畜産物瓶詰 

 
名称 

第８条各号（第３号を除く。）に規定によるほか，
次に定めるところによる。 



原材料名 
添加物 
原料原産地名 
内容個数 
固形量 
内容総量 
内容量 
賞味期限 
保存方法 
使用上の注意 
原産国名 
製造者 

備考 
別記様式１の備考の規定によるほ
か，使用上の注意を一括して表示
することが困難な場合には，使用
上の注意の欄に表示箇所を表示す
れば，他の箇所に表示することが
できる。 

① 食肉の名称は，商品名の表示されている箇
所に近接した箇所に，商品名の高さの２分の
１以上の高さであって，かつ，ＪＩＳＺ８３
０５に定める９ポイントの活字以上の大きさ
の統一のとれた文字で表示する。 

② 「小肉片」，「ほぐし肉」，「ひき肉」又は「骨
付」の用語は，商品名の表示されている箇所
に近接した箇所に，商品名の高さの２分の１
以上の高さであって，かつ，ＪＩＳＺ８３０
５に定める９ポイントの活字以上の大きさの
統一のとれた文字で表示する。 

乳  
種類別 
原材料名 
添加物 
原料原産地名 
内容量 
消費期限 
保存方法 
原産国名 
製造者 

備考 
別記様式１の備考第２号から第１
２号の規定による。 

第８条各号（第３号を除く。）の規定によるほか，
次に定めるところによる。 
① 種類別は，ＪＩＳＺ８３０５に定める１０．

５ポイントの活字以上の大きさの統一のとれ
た文字で表示する。 

② この様式中，「種類別」とあるのは，これに
代えて，「種類別名称」と表示することができ
る。 

乳製品のうち，
発酵乳及び乳酸
菌飲料 

 
種類別 
原材料名 
添加物 
原料原産地名 
内容量 

第８条各号（第３号を除く。）の規定によるほか，
次に定めるところによる。 
① 種類別は，ＪＩＳＺ８３０５に定める８ポ

イントの活字以上の大きさの統一のとれた文
字で表示する。 

② この様式中，「種類別」とあるのは，これに



消費期限 
保存方法 
原産国名 
製造者 

備考 
別記様式１の備考第２号から第１
２号の規定による。 

代えて，「種類別名称」と表示することができ
る。 

その他の乳製品  
種類別 
原材料名 
添加物 
原料原産地名 
内容量 
消費期限 
保存方法 
原産国名 
製造者 

備考 
別記様式１の備考第２号から第１
２号の規定による。 

第８条各号（第３号を除く。）の規定によるほか，
次に定めるところによる。 
① 種類別は，ＪＩＳＺ８３０５に定める１４

ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた
文字で表示する。 

② この様式中，「種類別」とあるのは，これに
代えて，「種類別名称」と表示することができ
る。 

乳又は乳製品を
主要原料とする
食品のうち，乳
酸菌飲料 

別記様式１の規定による。 第８条各号（第３号を除く。）の規定によるほか，
乳酸菌飲料である旨は，ＪＩＳＺ８３０５に定
める８ポイントの活字以上の大きさの統一のと
れた文字で表示する。 

魚肉ハム及び魚
肉ソーセージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
名称 
原材料名 
添加物 
原料原産地名 
でん粉含有率 
内容量 
賞味期限 
保存方法 
原産国名 
製造者 

備考 
別記様式１の備考の規定による。 

第８条各号（第３号を除く。）の規定による。 

削りぶし  第８条各号（第３号を除く。）の規定によるほか，



名称 
原材料名 
添加物 
原料原産地名 
密封の方法 
圧搾煮干し配合率 
内容量 
賞味期限 
保存方法 
原産国名 
製造者 

備考 
別記様式１の備考の規定による。 

名称の用語は，商品名の表示されている箇所に
近接した箇所に，ＪＩＳＺ８３０５に定める１
４ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた
文字で表示する。 

うに加工品及び
うにあえもの 

 
名称 
原材料名 
添加物 
原料原産地名 
塩うに含有率 
内容量 
賞味期限 
保存方法 
原産国名 
製造者 

備考 
別記様式１の備考の規定による。 

第８条各号（第３号を除く。）の規定によるほか，
名称の用語は，商品名の表示されている箇所に
近接した箇所に，ＪＩＳＺ８３０５に定める１
４ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた
文字で表示する。 

塩蔵わかめ  
名称 
原材料名 
添加物 
原料原産地名 
食塩含有率 
内容量 
賞味期限 
保存方法 
使用方法 
原産国名 
製造者 

第８条各号（第３号を除く。）の規定によるほか，
名称の用語は，商品名の表示されている箇所に
近接した箇所に，ＪＩＳＺ８３０５に定める規
定する１４ポイントの活字以上の大きさの統一
のとれた文字で表示する。 



備考 
別記様式１の備考の規定によるほ
か，使用方法を一括して表示する
ことが困難な場合には，使用方法
の欄に記載箇所を表示すれば，他
の箇所に表示することができる。 

食酢  
名称 
醸造酢の混合割合 
原材料名 
添加物 
原料原産地名 
酸度 
希釈倍数 
内容量 
賞味期限 
保存方法 
原産国名 
製造者 

備考 
別記様式１の備考の規定による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第８条各号（第３号を除く。）の規定によるほか，
次に定めるところによる。 
① 醸造酢の混合割合は，商品名の表示されて

いる箇所に近接した箇所に，内容量の区分に
応じ，表１に定める活字の大きさの統一のと
れた文字で表示する。 

② 「醸造酢」又は「合成酢」の用語は，商品名
の表示されている箇所に近接した箇所に，内
容量の区分に応じ，表２に定める活字の大き
さの統一のとれた文字で表示する。 

表１ 
内容量 活字の大きさ 

（ＪＩＳＺ８３０５に規定
するポイント） 

１８ℓ以上の
もの 

２４（合成樹脂製の容器で
あって，２４ポイントの活
字の大きさの文字を表示で
きない場合は，２２ポイン
ト） 

１．８ℓ以上 
１８ℓ未満の
もの 

１２ 

３００ｍℓ以
上１．８ℓ未満
のもの 

１０．５ 

３００ｍℓ未
満のもの 

７．５ 

表２ 
内容量 活字の大きさ 

（ＪＩＳＺ８３０５に規定
するポイント） 

１８ℓ以上の ４２（合成樹脂製の容器で



もの あって，４２ポイントの活
字の大きさの文字を表示で
きない場合は，２６ポイン
ト） 

１．８ℓ以上 
１８ℓ 未満の
もの 

１６以上 

３００ｍℓ以
上１．８ℓ未満
のもの 

１４以上 

３００ｍℓ未
満のもの 

９以上 

 

風味調味料  
名称 
原材料名 
添加物 
原料原産地名 
内容量 
賞味期限 
保存方法 
使用方法 
原産国名 
製造者 

備考 
別記様式１の備考の規定によるほ
か，使用方法を一括して表示する
ことが困難な場合には，使用方法
の欄に表示箇所を表示すれば，他
の個所に表示することができる。 

第８条各号（第３号を除く。）の規定による。 

乾燥スープ  
名称 
原材料名 
添加物 
原料原産地名 
内容量 
賞味期限 
保存方法 
調理方法 

第８条各号（第３号を除く。）の規定によるほか，
「コンソメ」，「ポタージュ」の用語は，商品名の
表示されている箇所に近接した箇所に，ＪＩＳ
Ｚ８３０５に定める１４ポイントの活字以上の
大きさの文字で表示する。 



原産国名 
製造者 

備考 
別記様式１の備考の規定によるほ
か，調理方法を一括して表示する
ことが困難な場合には，調理方法
の欄に表示箇所を表示すれば，他
の箇所に表示することができる。 

マーガリン類  
名称 
油脂含有率 
原材料名 
添加物 
原料原産地名 
内容量 
賞味期限 
保存方法 
原産国名 
製造者 

備考 
別記様式１の備考の規定による。 

第８条各号（第３号を除く。）の規定によるほか，
名称の用語は，商品名の表示されている箇所に
近接した箇所に，ＪＩＳＺ８３０５に定める１
４ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた
文字で表示する。 

調 理 冷 凍 食 品
（ 冷 凍 フ ラ イ
類，冷凍しゅう
まい，冷凍ぎょ
うざ，冷凍春巻，
冷凍ハンバーグ
ステーキ，冷凍
ミートボール，
冷凍フィッシュ
ハンバーグ，冷
凍フィッシュボ
ール，冷凍米飯
類及び冷凍めん
類に限る。） 

 
名称 
原材料名 
原料原産地名 
衣の率又は皮の率 
内容量 
賞味期限 
保存方法 
原産国名 
製造者 

備考 
別記様式１の備考の規定によるほ
か，添加物を原材料名に併記しな
いで表示する場合にあっては，原
材料名の事項の下に添加物の事項
を表示する。 

第８条各号（第３号を除く。）の規定によるほか，
次に定めるところによる。 
① 使用方法又は内容個数は，容器包装の見や

すい箇所に，ＪＩＳＺ８３０５に定める８ポ
イント（表示可能面積がおおむね１５０ｃｍ2

以下のものにあっては，６ポイント）の活字
以上の大きさの統一のとれた文字で表示す
る。 

② 食用油脂で揚げた後，凍結し，容器包装に
入れた旨は，商品名の表示されている箇所に
近接した箇所に，ＪＩＳＺ８３０５に定める
１６ポイントの活字以上の大きさの統一のと
れた文字で表示する。 

③ ソースを加えた旨，ソースで煮込んだ旨及
び食肉又は魚肉の含有率は，容器包装の見や
すい箇所に，ＪＩＳＺ８３０５に定める１６
ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた



文字で表示する。 
チルドハンバー
グステーキ及び
チルドミートボ
ール 

 
名称 
原材料名 
原料原産地名 
内容量 
賞味期限 
保存方法 
原産国名 
製造者 

備考 
別記様式１の備考の規定によるほ
か，添加物を原材料名に併記しな
いで表示する場合にあっては，原
材料名の事項の下に添加物の事項
を表示する。 

第８条各号（第３号を除く。）の規定によるほか，
調理方法は，ＪＩＳＺ８３０５に定める８ポイ
ント（表示可能面積がおおむね１５０ｃｍ2 以下
のものにあっては，６ポイント）の活字以上の
大きさの統一のとれた文字で表示する。 

チルドぎょうざ
類 

 
名称 
原材料名 
原料原産地名 
皮の率 
内容量 
賞味期限 
保存方法 
調理方法 
原産国名 
製造者 

備考 
別記様式１の備考の規定によるほ
か，次に定めるところによる。 
① 添加物を原材料名に併記しな

いで表示する場合にあっては，
原材料名の事項の下に添加物の
事項を表示する。 

② 調理方法を一括して表示する
ことが困難な場合には，調理方
法の欄に表示箇所を表示すれ
ば，他の箇所に表示することが

第８条各号（第３号を除く。）の規定によるほか，
次に定めるところによる。 
① 「チルド」の用語は，商品名の表示されてい

る箇所に近接した箇所に，商品名の高さの２
分の１以上の高さであって，かつ，ＪＩＳＺ
８３０５に定める１４ポイントの活字以上の
大きさの統一のとれた文字で表示する。 

② 「魚肉」の用語は，商品名の高さの２分の１
以上の高さであって，かつ，ＪＩＳＺ８３０
５に規定する１４ポイントの活字以上の大き
さの統一のとれた文字で表示する。 

③ 「野菜」の用語は，商品名の表示されている
箇所に近接した箇所に，商品名の高さの２分
の１以上の高さであって，かつ，ＪＩＳＺ８
３０５に定める１４ポイントの活字以上の大
きさの統一のとれた文字で表示する。 



できる。 
レトルトパウチ
食品（植物性た
んぱく食品（コ
ンビーフスタイ
ル）を除く。） 

 
名称 
原材料名 
原料原産地名 
内容量 
賞味期限 
保存方法 
原産国名 
製造者 

備考 
別記様式１の備考の規定によるほ
か，添加物を併記しないで表示す
る場合にあっては，原材料名の事
項の下に添加物の事項を表示す
る。 

第８条各号（第３号を除く。）の規定によるほか，
次に定めるところによる。 
① レトルトパウチ食品である旨は，容器包装

の見やすい箇所に，ＪＩＳＺ８３０５に定め
る８ポイント（表示可能面積がおおむね１５
０ｃｍ2 以下のものにあっては，６ポイント）
の活字以上の大きさの統一のとれた文字で表
示する。 

② 調理方法は，容器包装の見やすい箇所に，
ＪＩＳＺ８３０５に定める８ポイント（表示
可能面積がおおむね１５０ｃｍ2 以下のもの
にあっては，６ポイント）の活字以上の大き
さの統一のとれた文字で表示する。 

③ 内容量（「○人前」）は，容器包装の見やすい
箇所に，ＪＩＳＺ８３０５に定める８ポイン
ト（表示可能面積がおおむね１５０ｃｍ2 以下
のものにあっては，６ポイント）の活字以上
の大きさの統一のとれた文字で表示する。 
④ 食肉等若しくはその加工品又は魚肉の含
有率は，容器包装の見やすい箇所に，ＪＩＳＺ
８３０５に規定する８ポイント（表示可能面
積がおおむね１５０ｃｍ2 以下のものにあっ
ては，６ポイント）の活字以上の大きさの統一
のとれた文字で表示する。 

容器包装に密封
された常温で流
通する食品（清
涼飲料水，食肉
製品（食品衛生
法施行令第１３
条に規定するも
のに限る。），鯨
肉製品及び魚肉
ね り 製 品 を 除
く。）のうち，水
素イオン指数が
４．６を超え，

別記様式１の規定による。 第８条各号（第３号を除く。）の規定によるほか，
別表第１９に規定する冷蔵を要する食品である
旨を示す文字は，容器包装の表（おもて）面に，
分かりやすい大きさで表示する。 



かつ，水分活性
が０．９４を超
え，かつ，その
中心部の温度を
摂氏１２０度で
４分間に満たな
い条件で加熱殺
菌されたもので
あって，ボツリ
ヌス菌を原因と
する食中毒の発
生を防止するた
めに摂氏１０度
以下での保存を
要するもの 
調理食品缶詰及
び調理食品瓶詰 

 
名称 
原材料名 
添加物 
原料原産地名 
固形量 
内容総量 
内容量 
賞味期限 
保存方法 
使用上の注意 
原産国名 
製造者 

備考 
別記様式１の備考の規定によるほ
か，使用上の注意を一括して表示
することが困難な場合には，使用
上の注意の欄に表示箇所を表示す
れば，他の箇所に表示することが
できる。 

第８条各号（第３号を除く。）の規定によるほか，
次に定めるところによる。 
① 食肉の名称は，商品名の表示されている箇

所に近接した箇所に，商品名の高さの２分の
１以上の高さであって，かつ，ＪＩＳＺ８３
０５に定める９ポイントの活字以上の大きさ
の統一のとれた文字で表示する。 

② 「骨付」の用語は，商品名の表示されている
箇所に近接した箇所に，商品名の高さの２分
の１以上の高さであって，かつ，ＪＩＳＺ８
３０５に定める９ポイントの活字以上の大き
さの統一のとれた文字で表示する。 

③ 固形量又は内容量に対する食肉，臓器，可
食部分及び家きん卵並びにそれらの加工品の
重量の割合は，商品名の表示されている箇所
に近接した箇所に，商品名の高さの２分の１
以上の高さであって，かつ，ＪＩＳＺ８３０
５に定める９ポイントの活字以上の大きさの
統一のとれた文字で表示する。 

果実飲料  
名称 
原材料名 

第８条各号（第３号を除く。）の規定によるほか，
次に定めるところによる。 
① 「加糖」の用語は，商品名の表示されている



添加物 
原料原産地名 
内容量 
賞味期限 
保存方法 
使用方法 
原産国名 
製造者 

備考 
別記様式１の備考の規定による。 

箇所に近接した箇所に，括弧を付してＪＩＳ
Ｚ８３０５に定める１４ポイントの活字以上
の大きさの文字で表示する。ただし，印刷瓶
入り果実飲料にあっては，蓋に表示すること
ができる｡ 

② 「濃縮還元」の用語は，商品名の表示されて
いる箇所に近接した箇所に，ＪＩＳＺ８３０
５に定める１４ポイントの活字以上の大きさ
の文字で表示する。ただし，印刷瓶入り果実
飲料にあっては，蓋に表示することができる｡ 

③ 希釈時の果汁割合は，商品名の表示されて
いる箇所に近接した箇所に，ＪＩＳＺ８３０
５に定める１４ポイントの活字以上の大きさ
の文字で表示する。 

豆乳類  
名称 
大豆固形分 
原材料名 
添加物 
原料原産地名 
内容量 
賞味期限 
保存方法 
使用上の注意 
原産国名 
製造者 

備考 
別記様式１の備考の規定による。 

第８条各号（第３号を除く。）の規定によるほか，
次に定めるところによる。 
① 名称の用語は，商品名の表示されている箇

所に近接した箇所に，ＪＩＳＺ８３０５に定
める１４ポイントの活字以上の大きさの統一
のとれた文字で表示する。 

② 粉末大豆たんぱくを加えた旨は，商品名の
表示されている箇所に近接した箇所に，ＪＩ
ＳＺ８３０５に定める１４ポイントの活字以
上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 

 



別表第２１（第９条関係）：牛乳の切欠き表示の様式 
 
次の図に定めるところによる。 
 

 



別表第２２（第９条関係）：個別の食品に係る表示禁止事項  
 

食品 表示禁止事項 
農産物缶詰及び農産物瓶詰 １ 「天然」又は「自然」の用語 

２ 「純正」その他純粋であることを示す用語 
トマト加工品 １ 「生」，「フレッシュ」その他新鮮であることを示す用語 

２ 「天然」又は「自然」の用語 
３ トマト果汁飲料における「トマトジュースドリンク」の用語 
４ 「特級」の用語と紛らわしい用語 

乾しいたけ １ 「名産」の用語 
２ 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公

庁が推奨しているかのように誤認させる用語 
農産物漬物 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が

推奨しているかのように誤認させる用語。ただし，品評会等で受賞した
ものであるかのように誤認させる用語については，品評会等で受賞した
ものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記してある
ものに表示する場合は，この限りでない。 

ジャム類 １ 「特級」の用語と紛らわしい用語 
２ ２種類以上の果実等を使用したものについて，当該果実等のうち特

定の種類のものを特に強調する用語。ただし，果実等の配合の割合が
３０％以上６０％未満の場合において「ミックスジャム」の文字に当
該果実等を含む旨の用語を付した商品名を用いる場合及び当該果実等
の配合の割合が６０％以上の場合において「ミックスジャム」の文字
に当該果実等名を冠した商品名を用いる場合は，この限りでない。 

３ 通常より糖度が低い旨を示す用語。ただし，糖度が５５ブリックス
度以下のものについて当該糖度を下回らない整数値により「糖度 50
度」等と併記する場合は，この限りでない。 

４ 果実等を多く含有している旨を示す用語 
乾めん類 １ 「手延べ」その他これに類似する用語。ただし，手延べ干しそば又

は手延べ干しめんに表示する場合は，この限りでない。 
２ 産地名を表す用語。ただし，製めんした地域（以下「製めん地」と

いう。）で包装したものに表示する場合又は製めん地以外で包装したも
のについて「製めん地・○○」の用語を商品名を表示した箇所に近接
した箇所に，背景の色と対照的な色で，ＪＩＳＺ８３０５に規定する
１４ポイントの活字以上の大きさの文字で表示し，「○○」に当該製め
ん地名を表示する場合（製めん地名を２以上表示する場合には，製品
に占める重量の割合の高いものから順に表示する場合に限る。）は，こ
の限りでない。 



即席めん １ かやくのうち特定のものを特に強調する用語。ただし，調理後の当
該かやくの重量が調理後のめんの重量の２％以上である場合は，この
限りでない。 

２ そば粉を使用しているものであって，そば粉の配合割合が３０％未
満のものにあっては，「そば」の用語 

３ 生タイプ即席めん以外のものにあっては，「生タイプ」の用語 
マカロニ類 原材料の一部の名称を他の原材料の名称に比べて特に表示する用語。た

だし，製品１００ｇ当たり当該原材料の固形分が，卵にあっては４ｇ以
上，野菜にあっては３ｇ以上含まれている場合は，この限りでない。 

凍り豆腐 １ 人工的に凍結して製造したものにあっては，天然，自然その他自然
の寒気を利用して凍結したものと誤認させる用語 

２ 「純」，「純正」その他純粋であることを示す用語 
ハム類 １ 「特級」，「上級」又は「標準」の用語と紛らわしい用語 

２ 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公
庁が推奨しているかのように誤認させる用語。ただし，品評会等で受
賞したものであるかのように誤認させる用語については，品評会等で
受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併
記してあるものに表示する場合は，この限りでない。 

プレスハム １ 別表第３に掲げる「骨付きハム」，「ボンレスハム」，「ロースハム」，
「ショルダーハム」，「ベリーハム」若しくは「ラックスハム」の用語
又はこれらと紛らわしい用語 

２ 「特級」，「上級」又は「標準」の用語と紛らわしい用語 
３ 原料肉を２種類以上使用したものにおける原料肉の一部の名称を特

に表示する用語 
４ でん粉等のつなぎを使用したものについて，原材料の全てが食肉で

あるかのように誤認させる用語 
５ 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公

庁が推奨しているかのように誤認させる用語。ただし，品評会等で受
賞したものであるかのように誤認させる用語については，品評会等で
受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併
記してあるものに表示する場合は，この限りでない。 

混合プレスハム １ 別表第３に掲げる「骨付きハム」，「ボンレスハム」，「ロースハム」，
「ショルダーハム」，「ベリーハム」，「ラックスハム」若しくは「プレ
スハム」の用語又はこれらと紛らわしい用語 

２ でん粉等のつなぎを使用したものについて，原材料の全てが食肉で
あるかのように誤認させる用語 

３ 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公
庁が推奨しているかのように誤認させる用語。ただし，品評会等で受



賞したものであるかのように誤認させる用語については，品評会等で
受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併
記してあるものに表示する場合は，この限りでない。 

ソーセージ １ 別表第３に掲げる「骨付きハム」，「ボンレスハム」，「ロースハム」，
「ショルダーハム」，「ベリーハム」，「ラックスハム」，「プレスハム」，
「混合プレスハム」若しくは「混合ソーセージ」の用語又はこれらと
紛らわしい用語 

２ 「特級」，「上級」又は「標準」の用語と紛らわしい用語 
３ 使用する原料畜肉類及び原料臓器類が２種類以上の家畜等のもので

あるものについて，当該原料畜肉類又は原料臓器類の一部の名称を特
に表示する用語 

４ でん粉等の結着材料を使用したものについて，原材料の全てが食肉
であるかのように誤認させる用語 

５ 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公
庁が推奨しているかのように誤認させる用語。ただし，品評会等で受
賞したものであるかのように誤認させる用語については，品評会等で
受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併
記してあるものに表示する場合は，この限りでない。 

混合ソーセージ １ 別表第３に掲げる「骨付きハム」，「ボンレスハム」，「ロースハム」，
「ショルダーハム」，「ベリーハム」，「ラックスハム」，「プレスハム」，
「混合プレスハム」，「ソーセージ」，「クックドソーセージ」，「加圧加
熱ソーセージ」，「セミドライソーセージ」，「ドライソーセージ」，「無
塩漬ソーセージ」，「ボロニアソーセージ」，「フランクフルトソーセー
ジ」，「ウインナーソーセージ」，「リオナソーセージ」，「レバーソーセ
ージ」若しくは「レバーペースト」の用語又はこれらの用語と紛らわ
しい用語 

２ 使用する原料畜肉類及び原料臓器類が２種類以上の家畜等のもので
あるものについて，当該原料畜肉類又は原料臓器類の一部の名称を特
に表示する用語 

３ 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公
庁が推奨しているかのように誤認させる用語。ただし，品評会等で受
賞したものであるかのように誤認させる用語については，品評会等で
受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併
記してあるものに表示する場合は，この限りでない。 

ベーコン類 １ 「特級」，「上級」又は「標準」の用語と紛らわしい用語 
２ 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公

庁が推奨しているかのように誤認させる用語。ただし，品評会等で受
賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記



してあるものに表示する場合は，この限りでない。 
畜産物缶詰及び畜産物瓶詰 １ 食肉缶詰又は食肉瓶詰，コーンドミート缶詰又はコーンドミート瓶

詰及びランチョンミート缶詰又はランチョンミート瓶詰であって，食
肉を２種類以上使用したものについて，特定の種類の食肉を特に強調
する用語 

２ その他の畜産物缶詰又はその他の畜産物瓶詰であって，食肉，臓器
及び可食部分並びにこれらの加工品を２種類以上使用したものについ
て，特定の食肉を特に強調する用語 

３ 「上級」又は「標準」の用語と紛らわしい用語 
煮干魚類 「上級」又は「標準」の用語と紛らわしい用語 
魚肉ハム及び魚肉ソーセー
ジ 

１ 別表第３に掲げる「骨付きハム」，「ボンレスハム」，「ロースハム」，
「ショルダーハム」，「ベリーハム」，「ラックスハム」，「プレスハム」，
「混合プレスハム」，「ソーセージ」，「クックドソーセージ」，「加圧加
熱ソーセージ」，「セミドライソーセージ」，「ドライソーセージ」，「無
塩漬ソーセージ」，「ボロニアソーセージ」，「フランクフルトソーセー
ジ」，「ウインナーソーセージ」，「リオナソーセージ」，「レバーソーセ
ージ」，「レバーペースト」若しくは「混合ソーセージ」の用語又はこ
れらの用語と紛らわしい用語 

２ 原材料の一部の名称を，他の原材料の名称に比べて特に表示する用
語（当該原材料の一部の名称を表示する用語に，当該原材料の一部の
含有率を％の単位で，同程度の大きさで付してあるものを除く。） 

削りぶし  １ パック品以外のものに表示する「パック」その他これと紛らわしい
用語 

２ ２種類以上の魚類のふし，かれぶし，煮干し又は圧搾煮干しを使用
したものにあっては，一部の魚類の名称を特に表示する用語 

うに加工品 １ 塩うにを，当該塩うにを製造した場所で当該塩うにを製造した直後
に瓶に入れ，これにエチルアルコールを加え又は加えないで瓶詰にし
たもの以外のものに表示する「磯詰め」その他これに紛らわしい用語 

２ 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公
庁が推奨しているかのように誤認させる用語。ただし，品評会等で受
賞したものであるかのように誤認させる用語については，品評会等で
受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併
記してあるものに表示する場合は，この限りでない。 

うにあえもの １ 「磯詰め」その他これと紛らわしい用語 
２ 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公

庁が推奨しているかのように誤認させる用語。ただし，品評会等で受
賞したものであるかのように誤認させる用語については，品評会等で
受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併



記してあるものに表示する場合は，この限りでない。 
乾燥わかめ １ 「天然」又は「自然」の用語。ただし，天然わかめを使用した場合

は，この限りでない。 
２ 「新鮮」その他新しさを示す用語 
３ 「本場」又は「特産」の用語（当該産地で採取されたわかめを当該

産地で処理包装したものについて，産地名を表す用語とともに表示す
る場合の「本場」又は「特産」の用語を除く。） 

４ 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公
庁が推奨しているかのように誤認させる用語 

塩蔵わかめ １ 「天然」又は「自然」の用語。ただし，天然わかめを使用した場合
は，この限りでない。 

２ 「本場」又は「特産」の用語（当該産地で採取されたわかめを当該
産地で処理包装したものについて，産地名を表す用語とともに表示す
る場合の｢本場｣又は｢特産｣の用語を除く。） 

３ 乾燥わかめを水で戻したものにあっては，「新鮮」その他新しさを 
示す用語 

４ 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公
庁が推奨しているかのように誤認させる用語 

みそ １ 食品衛生法施行規則（以下この表において「規則」という。）別表第
１に掲げる添加物を使用したものにあっては，「純」，「純正」その他純
粋であることを示す用語 

２ 「天然」又は「自然」の用語（加温により醸造を促進したものでな
く，かつ，規則別表第１に掲げる添加物を使用していないものについ
ての「天然醸造」の用語を除く。） 

３ 醸造期間を示す用語。ただし，醸造期間が当該用語の示す期間に満
ちている場合は，この限りでない。 

４ 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公
庁等が推奨しているものであるかのように誤認させる用語 

しょうゆ １ 「超特選」，「特選」，「特製」，「特吟」，「上選」，「吟上」，「優選」又
は「優良」，その他「特級」，「上級」又は「標準」の用語と紛らわしい
用語。ただし，しょうゆの日本農林規格（平成１６年９月１３日農林
水産省告示第１７０３号）第３条から第７条までに規定する規格によ
る格付が行われたものであって表の区分に該当するしょうゆに対し，
それぞれ同表に規定する用語を表示する場合は，この限りでない。 

２ 「濃厚」の用語。ただし，しょうゆの日本農林規格第３条から第７
条までに規定する規格による格付が行われたものであって次の表の区
分に該当するしょうゆに対し，それぞれ同表に規定する用語を表示す
る場合は，この限りでない。 



３ 混合方式によるものについての「醸」の用語（原材料名の表示に使
用する場合を除く。） 

４ 「天然」又は「自然」の用語（本醸造方式によるものであって，セ
ルラーゼ等の酵素によって醸造を促進したものでなく，かつ，規則別
表第１に掲げる添加物を使用していないものについての「天然醸造」
の用語を除く。） 

５ 「純」，「純正」その他純粋であることを示す用語（本醸造方式によ
るもの（セルラーゼ等の酵素によって醸造を促進したものを除く。）で
あって，規則別表第１に掲げる添加物を使用しないもののうち，品質
の均一化を図る程度に添加した食塩，ぶどう糖又はアルコール以外の
ものを添加していないものについての「純」及び「純正」の用語を除
く。） 

６ 「生（き）」（「生引き（きびき）」の用語を除く。以下この項におい
て同じ。），「生（なま）」又は「生引き（きびき）」の用語。ただし，次
に掲げる用語を除く。 
① 本醸造方式によるもの（セルラーゼ等の酵素によって醸造を促進

したものを除く。）であって，規則別表第１に掲げる添加物を使用し
ないもののうち，食塩以外のものを添加していないものについての
「生（き）」の用語 

② 火入れを行わず，火入れの殺菌処理と同等な処理を行ったものに
ついての「生（なま）」の用語 

③ たまりしょうゆの本醸造方式によるものについての「生引き（き
びき）」の用語 

７ 「減塩」の用語。ただし，しょうゆ１００ｇ中の食塩量が９ｇ以下
のものは，この限りでない。 

８ 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公
庁が推奨しているかのように誤認させる用語。ただし，品評会等で受
賞したものであるかのように誤認させる用語については，品評会等で
受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併
記してあるものに表示する場合は，この限りでない。 

区分 用語 
１ こいくちしょうゆ又はたまりしょうゆのうち，

特級のものであって，全窒素分が特級の基準の数
値に１．２を乗じて得た数値以上であるもの 

２ うすくちしょうゆ又はしろしょうゆのうち，特
級のものであり，かつ，砂糖類を添加していないも
のであって，無塩可溶性固形分が特級の基準の数
値に１．２を乗じて得た数値以上であるもの 

「超特選」 



３ さいしこみしょうゆの本醸造方式によるものの
うち，特級のものであって，全窒素分が特級の基準
の数値に１．２を乗じて得た数値以上であるもの 

１ こいくちしょうゆ又はたまりしょうゆのうち，
特級のものであって，全窒素分が特級の基準の数
値に１．１を乗じて得た数値以上であるもの 

２ うすくちしょうゆ又はしろしょうゆのうち，特
級のものであり，かつ，砂糖類を添加していないも
のであって，無塩可溶性固形分が特級の基準の数
値に１．１を乗じて得た数値以上であるもの 

３ さいしこみしょうゆの本醸造方式によるものの
うち，特級のものであって，全窒素分が特級の基準
の数値に１．１を乗じて得た数値以上であるもの 

「特選」 

特級のもの 「特製」，「特
吟」その他こ
れに類似する
もの 

上級のもの 「上選」，「吟
上」，「優選」，
「優良」その
他これに類似
するもの 

こいくちしょうゆ，たまりしょうゆ又はさいしこみ
しょうゆのうち，全窒素分が特級の基準の数値に１．
２を乗じて得た数値以上であるもの 

「濃厚」 

 

ウスターソース類 １ 「純正」その他純粋であることを示す用語 
２ 「特級」の用語と紛らわしい用語 
３ 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公

庁が推奨しているかのように誤認させる用語。ただし，品評会等で受
賞したものであるかのように誤認させる用語については，品評会等で
受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併
記してあるものに表示する場合は，この限りでない。 

ドレッシング及びドレッシ
ングタイプ調味料 

ドレッシングタイプ調味料にあっては，「ドレッシング」，「マヨネーズ」
等ドレッシングと誤認させる用語。ただし，製品１００ｇ中の脂質量が
３ｇ未満のものについて「ノンオイルドレッシング」と表示する場合は，
この限りでない。 

食酢 １ 「天然」又は「自然」の用語 
２ 「黒酢」その他これに類する用語。ただし，米黒酢又は大麦黒酢に



表示する場合は，この限りでない。 
３ 「純○○酢」その他これに類似する用語。ただし，原材料として，

１種類の穀類，果実，野菜，その他の農産物又は蜂蜜のみを使用した
もの（米黒酢及び大麦黒酢を除く。）について，○○に当該原材料名を
使用する場合，米のみを使用した米黒酢について「純米黒酢」と表示
する場合，玄米のみを原材料として使用した米黒酢について「純玄米
黒酢」と表示する場合及び大麦黒酢について「純大麦黒酢」と表示す
る場合は，この限りでない。 

４ 「静置発酵」その他これに類似する用語。ただし，主としてもろみ
の表層における酢酸菌により発酵が行われており，もろみの液内通気
又は移動による発酵促進が行われなかった醸造酢であって，かつ，も
ろみにアルコールを加えていない場合はこの限りでない。 

５ 原材料の一部の名称を，他の原材料の名称に比べて特に表示する用
語。ただし，当該原材料が穀類の場合にあっては当該穀物酢１ℓにつ
き表示しようとする穀類を１種類で４０ｇ以上，当該原材料が果実の
場合にあっては当該果実酢１ℓにつき表示しようとする果実の搾汁を
１種類で３００ｇ以上使用している場合，当該原材料が野菜，その他
の農産物又は蜂蜜の場合にあっては名称に「醸造酢（□□酢）（□□は
当該野菜，その他の農産物又は蜂蜜の名称とする。）」と表示できるも
のに当該野菜，その他の農産物又は蜂蜜の名称を表示する場合は，こ
の限りでない。 

６ 合成酢についての「醸造」等の用語。ただし，原材料名及び醸造酢
の混合割合の表示に使用する場合は，この限りでない。 

７ 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公
庁等が推奨しているものであるかのように誤認させる用語。 

風味調味料 「天然」又は「自然」の用語 
乾燥スープ 原材料のうち特定のものを特に強調する用語。ただし，使用した原材料

の重量が次の表に定める重量以上である原材料（以下この項において「基
準量以上の原材料」という。）の名称又はスープの特性を表す香辛料等の
名称を冠した商品名を用いる場合，商品名に併せて基準量以上の原材料
の名称又はスープの特性を表す香辛料等の名称を表示する場合並びに商
品名に併せて特定の原材料（基準量以上の原材料を除く。）を含む旨及び
当該原材料の重量を表示する場合は，この限りでない。 

区分 調理方法に従い調理したスープ１,０００ｍℓ 
当たりの使用量（無水固形物に換算） 
乾燥コンソメ 乾燥ポタージュ その他の乾燥

スープ 
鶏肉 ２ｇ ５ｇ ２ｇ 



牛肉 １ｇ ２ｇ １ｇ 
その他の肉 ２ｇ ５ｇ ２ｇ 
魚介 ２ｇ ３ｇ ２ｇ 
乳及び乳製品 － ５ｇ ５ｇ 
ばれいしょ － ２５ｇ ５ｇ 
とうもろこし － ２０ｇ ５ｇ 
きのこ ２ｇ ２ｇ ２ｇ 
たまねぎ ２ｇ ２ｇ ２ｇ 
かぼちゃ － １５ｇ ２ｇ 
グリンピース － ２０ｇ ２ｇ 
にんじん － ７ｇ ２ｇ 
こまつな － ２ｇ ２ｇ 
チンゲンサイ － ２ｇ ２ｇ 
ほうれんそう － ２ｇ ２ｇ 
その他の野菜 ２ｇ ５ｇ ２ｇ 
こんぶ ２ｇ ２ｇ ２ｇ 
その他の海藻 ３ｇ ３ｇ ３ｇ 
卵 ２ｇ ２ｇ ２ｇ 
クルトン ４ｇ ４ｇ ４ｇ 
ヌードル ６ｇ ６ｇ ６ｇ 
穀類加工品（ク
ルトン及びヌー
ドルを除く。） 

－ ４ｇ ４ｇ 

（注）乾燥コンソメの食肉及び魚介の使用量は，スープベースとして使 
用する場合の重量である。 

食用植物油脂 １ 「精製サフラワー油」，「サフラワーサラダ油」，「精製ぶどう油」，「ぶ
どうサラダ油」，「精製大豆油」，「大豆サラダ油」，「精製ひまわり油」，
「ひまわりサラダ油」，「精製とうもろこし油」，「とうもろこしサラダ
油」，「精製綿実油」，「綿実サラダ油」，「精製ごま油」，「ごまサラダ油」，
「精製なたね油」，「なたねサラダ油」，「精製こめ油」，「こめサラダ油」，
「精製落花生油」，「精製オリーブ油」，「精製パーム油」，「精製調合油」
又は「調合サラダ油」の用語。ただし食用植物油脂の日本農林規格（昭
和４４年農林省告示第５２３号）第３条から第１４条まで及び第１７
条から第１９条までに規定する規格による格付が行われたものに表示
する場合は，この限りでない。 

２ 「精製」その他等級を示す用語と紛らわしい用語 
３ 原料食用油脂の一部の油脂名を特に表示する用語。ただし，当該原

料食用油脂の含有率が３０％以上６０％未満のものであって当該原料



食用油脂を含む旨の用語を付した商品名を表示してあるもの又は当該
原料食用油脂の含有率が６０％以上のものであって当該原料食用油脂
の油脂名に「調合」の文字を冠した商品名を表示してあるもので，当
該原料食用油脂の含有率を容器包装の主要部分（商品名，絵その他の
表示からみて容器の表示の中央部分と認められる部分を中心とした同
一視野の部分をいう。）に表示してあるものに表示する場合は，この限
りでない。 

調理冷凍食品（冷凍フライ
類，冷凍しゅうまい，冷凍ぎ
ょうざ，冷凍春巻，冷凍ハン
バーグステーキ，冷凍ミー
トボール，冷凍フィッシュ
ハンバーグ，冷凍フィッシ
ュボール，冷凍米飯類及び
冷凍めん類に限る。） 

１ 冷凍コロッケ，冷凍しゅうまい，冷凍ぎょうざ及び冷凍春巻につい
て，原材料の一部が他の原材料に比べて多く含まれているかのように
誤認させる用語。ただし，次の①及び②に掲げるものにあっては，そ
れぞれ次の①及び②に掲げる用語を除く。 
① 冷凍コロッケ，冷凍しゅうまい，冷凍ぎょうざ又は冷凍春巻 

  イ 使用した原材料のうちの１種又は２種以上の名称が「コロッ
ケ」，「しゅうまい」，「ぎょうざ」又は「春巻」の文字に冠して表
示してあり，かつ，当該原材料の含有率がそれぞれ次の表に定め
る量以上である場合の当該原材料名 

ロ 使用した原材料の含有率が次の表に定める量未満であり，かつ，
その含有率が表示されている場合であって，使用した原材料のう
ちの１種又は２種以上を含むものである旨が商品名に併せて表示
してある場合の当該原材料名 

ハ 「カレー」の用語 
② 冷凍コロッケ 

ばれいしょ，さつまいも及びかぼちゃをあえ材料に使用した場合 
の当該原材料名 

２ 冷凍コロッケについて，原材料に使用した乳，乳製品等の配合割合
から算出した乳脂肪含有率が１．４％に満たない場合の「クリームコ
ロッケ」の用語 

３ 冷凍ハンバーグステーキ又は冷凍ミートボールで食肉並びに臓器及
び可食部分を２種類以上使用したものについて，食肉のうちの特定の
種類を特に強調する用語及び冷凍フィッシュハンバーグ又は冷凍フィ
ッシュボールで原料魚肉を２種類以上使用したものについて，魚肉の
うちの特定の種類を特に強調する用語（それぞれ，当該特定原材料の
含有率を表示し，かつ，それを含むものである旨を表示する場合の用
語を除く。） 

４ 冷凍ハンバーグステーキ若しくは冷凍ミートボールで魚肉，臓器及
び可食部分，肉様植たん等を使用したもの又は冷凍フィッシュハンバ
ーグ若しくは冷凍フィッシュボールで食肉，臓器及び可食部分，肉様
植たん等を使用したものについて，原材料の全てが食肉又は魚肉であ



るかのように誤認させる用語 
５ 冷凍コロッケ，冷凍しゅうまい，冷凍ぎょうざ及び冷凍春巻以外の

ものについて，「かに」の用語（かにの含有率を表示した場合を除く。） 
６ 冷凍米飯類について，「五目」の用語（具の含有率が８％以上であり，

かつ，使用した具の種類が５種類以上のものを除く。） 
７ 冷凍めん類について，めんにおけるそば粉の配合割合が３０％に満

たない場合の「そば」の用語又はこれと紛らわしい用語 
 

名称 原材料名 含有率 
冷凍コロッケ えび 

かに 
牛肉 
豚肉 
鶏肉 
とうもろこし 
チーズ 
その他 

原材料及び添加物に対し 10％ 
原材料及び添加物に対し８％ 
原材料及び添加物に対し８％ 
原材料及び添加物に対し 10％ 
原材料及び添加物に対し 10％ 
原材料及び添加物に対し 15％ 
原材料及び添加物に対し 10％ 
原材料及び添加物に対し８％ 

冷凍しゅうまい えび 
かに 
豚肉 
鶏肉 
その他 

あんに対し１５％ 
あんに対し１０％ 
あんに対し１５％ 
あんに対し１５％ 
あんに対し１０％ 

冷凍ぎょうざ えび 
かに 
その他 

あんに対し１５％ 
あんに対し１０％ 
あんに対し１０％ 

冷凍春巻 えび 
かに 
その他 

あんに対し１０％ 
あんに対し８％ 
あんに対し８％ 

 

チルドハンバーグステーキ １ 別表第３に掲げる「レトルトパウチ食品」の用語若しくは「調理冷
凍食品」の用語又はこれらの用語と紛らわしい用語 

２ 「上級」又は「標準」の用語と紛らわしい用語 
３ 原料食肉を２種類以上使用したものについて，原料食肉のうち特定

の種類を特に強調する用語 
４ 魚肉，臓器及び可食部分又は肉様の組織を有する植物性たんぱく等

を使用したものについて，原材料の全てが食肉であるかのように誤認
させる用語 

５ 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公
庁が推奨しているかのように誤認させる用語。ただし，品評会等で受



賞したものであるかのように誤認させる用語については，品評会等で
受賞したものと同一仕様によって製造された製品（ソースを加えたも
のにあっては，ソースを含む。）であって受賞年を併記してあるものに
表示する場合は，この限りでない。 

チルドミートボール １ 別表第３に掲げる「レトルトパウチ食品」の用語若しくは「調理冷
凍食品」の用語又はこれらの用語と紛らわしい用語 

２ 「上級」又は「標準」の用語と紛らわしい用語 
３ ２種類以上の食肉を使用したものについて，当該食肉のうち特定の

ものを特に強調する用語 
４ 魚肉，臓器及び可食部分又は肉様の組織を有する植物性たんぱく等

を使用したものについて，原材料の全てが食肉であるかのように誤認
させる用語 

５ 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公
庁が推奨しているかのように誤認させる用語。ただし，品評会等で受
賞したものであるかのように誤認させる用語については，品評会等で
受賞したものと同一仕様によって製造された製品（ソースを加えたも
のにあっては，ソースを含む。）であって受賞年を併記してあるものに
表示する場合は，この限りでない。 

チルドぎょうざ類 原材料のうち特定のものを特に強調する用語。ただし，別表第１９のチ
ルドぎょうざ類の項の規定に従い，「魚肉」又は「野菜」の用語を表示す
る場合，あんに占める重量の割合が次の表に定める割合以上である原材
料の名称を冠した商品名を用いる場合又は商品名を併せて，特定の原材
料を含む旨及び当該原材料の重量の割合を表示する場合は，この限りで
ない。 

名称 原材料名 あんに占める重量の割合 
チルドぎょうざ 食肉 

牛肉 
豚肉 
鶏肉 
えび 
かに 
その他 

３０％ 
１５％ 
１５％ 
１０％ 
１５％ 
１０％ 
１０％ 

チルドしゅうま
い 

食肉 
牛肉 
豚肉 
鶏肉 
えび 
かに 

４０％ 
１５％ 
１５％ 
１５％ 
１０％ 
１０％ 



その他 １０％ 
チルド春巻 食肉 

牛肉 
豚肉 
鶏肉 
えび 
かに 
その他 

３０％ 
１０％ 
１０％ 
１０％ 
１０％ 
８％ 

１０％ 
チルドぱおず 食肉 

牛肉 
豚肉 
鶏肉 
えび 
かに 
その他 

３０％ 
１５％ 
１５％ 
１５％ 
１０％ 
８％ 

１０％ 
 

レトルトパウチ食品（植物
性たんぱく食品（コンビー
フスタイル）を除く。） 

１ ２種類以上の食肉等若しくはその加工品又は魚肉を使用したものに
ついて，当該食肉等若しくはその加工品又は魚肉のうち特定の種類の
ものを特に強調する用語 

２ 肉様植たんを使用したものについて，原材料の全てが食肉等又は魚
肉であるかのように誤認させる用語 

３ 次の表の上欄に掲げるものにあっては，同表の中欄に掲げる原材料
のうち，その重量の割合が同表の下欄の割合に満たない種類のものを
特に強調する用語。ただし，当該原材料の重量の全ての原材料及び添
加物の重量に占める割合を表示する場合は，この限りでない。 

名称 原材料名 割合 
混ぜごはんのも
と類及びどんぶ
りもののもと 

食肉鳥卵又は魚
肉 

原材料及び添加物に対し 10％ 

野菜又は果実（ま
つたけ及びくり
を除く。） 

原材料及び添加物に対し 30％ 

まつたけ 原材料及び添加物に対し 10％ 
くり 原材料及び添加物に対し 50％ 

スープ 食肉等又は魚肉 原材料及び添加物に対し５％ 
野菜又は果実 使用した野菜及び果実の合計

重量に対し５０％ 
和風汁物 食肉等又は魚肉 原材料及び添加物に対し３％ 

４ 米飯類にあっては，使用した鶏肉又は牛肉の重量の原材料及び添加
物の重量に占める割合がそれぞれ４％又は６％未満のものについて，



鶏肉又は牛肉を含む旨の用語。ただし，当該原材料の重量の全ての原
材料及び添加物の重量に占める割合を表示する場合は，この限りでな
い。 

５ 食肉等及びその加工品，魚肉並びに肉様植たん以外の原材料の一部
を誇大に表示する用語 

６ 「純」，「純正」その他純粋であることを示す用語 
７ 「天然」，「自然」及び「完全」の用語 

調理食品缶詰及び調理食品
瓶詰 

１ 食肉野菜煮缶詰又は食肉野菜煮瓶詰であって，食肉を２種類以上使
用したものについて，特定の種類の食肉を特に強調する用語 

２ カレー缶詰又はカレー瓶詰，シチュー缶詰又はシチュー瓶詰及びそ
の他の調理食品缶詰又はその他の調理食品瓶詰であって，原材料の一
部の名称（含有率を％の単位で，当該名称の表示の文字と同程度の大
きさで付してある名称及び使用した食肉の種類が同一種類である場合
の当該同一種類の食肉の名称を除く。）を他の原材料の名称に比べて特
に強調する用語 

炭酸飲料 「純正」，「ピュアー」その他純粋であることを示す用語 
果実飲料 １ 「生」，「フレッシュ」その他新鮮であることを示す用語 

２ 「天然」，「自然」の用語 
３ 「純正」，「ピュアー」その他純粋であることを示す用語。ただし，

果実ジュースであって，かつ，原材料及び添加物に果実の搾汁及び天
然香料以外のものを使用していないものに表示する場合は，この限り
でない。 

豆乳類 １ 「生」，「フレッシュ」その他新鮮であることを示す用語 
２ 「天然」又は「自然」の用語 

にんじんジュース及びにん
じんミックスジュース 

１ 「生」，「フレッシュ」その他新鮮であることを示す用語 
２ 「天然」又は「自然」の用語 

 



別表第２３（第１３条関係）： 業務用加工食品の容器包装に表示しなければならない事項 
 
○名称 
○保存の方法 
○消費期限又は賞味期限 
○添加物 
○製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称 
○アレルゲン 
○Ｌ－フェニルアラニン化合物を含む旨 
〇指定成分等含有食品に関する事項 
○乳児用規格適用食品である旨 
○即席めん類に関する事項 
○無菌充填豆腐に関する事項 
○食肉（鳥獣の生肉（骨及び臓器を含む。）に限る。）に関する事項 
○食肉製品（食品衛生法施行令第１３条に規定するものに限る。）に関する事項 
○乳に関する事項 
○乳製品に関する事項 
○乳又は乳製品を主要原料とする食品に関する事項 
○鶏の液卵に関する事項 
○切り身又はむき身にした魚介類（生かき及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。）であって、生食

用のもの（凍結させたものを除く。）に関する事項 
○生かきに関する事項 
○ゆでがにに関する事項 
○魚肉ハム，魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこに関する事項 
○ふぐを原材料とするふぐ加工品に関する事項 
○鯨肉製品に関する事項 
○冷凍食品に関する事項 
○容器包装詰加圧加熱殺菌食品に関する事項 
○缶詰の食品に関する事項 
○ミネラルウォーター類に関する事項 
○冷凍果実飲料に関する事項 



別表第２４（第１９条，第２０条，第２４条，第２５条関係）：一般用生鮮食品の個別的表示事項 

 

食品 表示事項 表示の方法 

玄米及び精米 名称 次に定めるところにより表示する。 

① 玄米にあっては「玄米」と表示する。 

② もち精米にあっては「もち精米」と表示する。 

③ うるち精米のうち，胚芽を含む精米の製品に占める

重量の割合が８０％未満のものにあっては「うるち精

米」又は「精米」と表示する。 

④ うるち精米のうち，胚芽を含む精米の製品に占める

重量の割合が８０％以上のものにあっては「胚芽精米」

と表示する。 

原料玄米 次に定めるところにより表示する。 

① 産地，品種及び産年（生産年をいう。以下同じ。）が

同一である原料玄米を用い，かつ，当該原料玄米の産

地，品種及び産年について根拠を示す資料を保管して

いる原料玄米にあっては，「単一原料米」と表示し，そ

の産地，品種及び産年を併記することとし，この場合に

おける産地は，国産品にあっては都道府県名，市町村名

その他一般に知られている地名を，輸入品にあっては

原産国名又は一般に知られている地名を表示する。 

② ①に規定する原料玄米以外の原料玄米を用いる場合

には，「複数原料米」等原料玄米の産地，品種又は産年

が同一でない旨を表示し，その産地及び使用割合（原料

玄米の製品に占める重量の割合をいう。以下同じ。）を

併記する。この場合，国産品にあっては「国内産 △

割」と，輸入品にあっては原産国ごとに「○○産 △

割」と，国産品及び原産国ごとの使用割合の高い順に表

示し，「○○」には国名，「△」には使用割合を表す数字

を表示する（③において同じ。）。 

③ ②の場合においては，②の規定による「国内産 △

割」又は「○○産 △割」の表示の次に括弧を付して産

地，品種及び産年の３つの表示項目の全部又は一部に

ついて，当該産地，品種又は産年の根拠を示す資料を保

管している場合に限り，それぞれに対応する原料玄米

の使用割合と併せて，次に定めるところにより表示す

ることができる。 

イ 複数の原料玄米について表示する場合にあって



は，当該原料玄米の使用割合の高い順に表示する。 

ロ 複数の原料玄米について表示することができる場

合にあっては，当該複数の原料玄米の一部の原料玄

米についてのみ表示することができる。 

ハ 産地，品種及び産年の３つの表示項目の一部を表

示する場合にあっては，表示する全ての原料玄米に

ついて表示項目をそろえて表示する。 

ニ 産地の表示をする場合にあっては，①に規定する

ところにより表示する。 

④ ①又は③の場合においては，産地，品種，産年その他

の原料玄米の表示事項の根拠を確認した方法（以下「表

示確認方法」という。）について，次に定めるところに

より表示することができる。 

 イ 当該産地，品種及び産年の３つの表示項目の全部

又は一部について証明（国産品にあっては，農産物検査

法（昭和２６年法律第１４４号）による証明をいい，輸

入品にあっては，輸出国の公的機関等による証明をい

う。以下同じ。）を受けた場合にあっては，当該産地，

品種及び産年の３つの表示項目の全部又は一部につい

て，当該証明を受けた旨を表示する。 

 ロ イに規定する場合以外の場合にあっては，表示確

認方法（産地，品種及び産年の３つの表示項目について

は証明以外の方法に限る。）を表示する。 

内容量 内容重量をｇ又はｋｇの単位で，単位を明記して表示す

る。ただし，精麦又は雑穀を混合したものにあっては，精

麦又は雑穀を合計した内容重量とし，内容重量の表示の

次に括弧を付して精麦又は雑穀の最も一般的な名称にそ

の重量及び単位を併記して表示する。 

調製時期，精米時期又

は輸入時期 

玄米にあっては調製時期を，精米にあっては精米時期を，

輸入品であって調製時期又は精米時期が明らかでないも

のにあっては輸入時期を年月旬又は年月日の順で表示す

る。ただし，調製時期，精米時期又は輸入時期の異なるも

のを混合したものにあっては最も古い調製時期，精米時

期又は輸入時期を表示する。 

食品関連事業者の氏

名又は名称，住所及び

電話番号 

食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の氏名

又は名称，住所及び電話番号を表示する。 

シアン化合物を含 アレルゲン（特定原材 １ 当該添加物を含む旨及び当該食品に含まれる添加物



有する豆類 料に由来する添加物

を含むものに限る。） 

が当該特定原材料に由来する旨を，原則，添加物の物質

名の直後に括弧を付して表示する。 

２ １の規定にかかわらず，当該食品に対し２種類以上

の添加物を使用しているものであって，当該添加物に

同一の特定原材料が含まれているものにあっては，そ

のうちのいずれかに特定原材料に由来する旨を表示す

れば，それ以外の添加物について，特定原材料に由来す

る旨の表示を省略することができる。ただし，当該添加

物に含まれる特定原材料が，科学的知見に基づき抗原

性が低いと認められる場合は，この限りでない。 

輸入年月日 輸入年月日である旨の文字を冠したその年月日を年月日

の順で表示する。 

添加物 栄養強化の目的で使用されるもの，加工助剤及びキャリ

ーオーバーを除き，別表第６の上欄に掲げる添加物とし

て使用されるものを含む食品にあっては当該添加物の物

質名及び同表の当該下欄に掲げる用途の表示を，その他

の添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名を表

示する。ただし，添加物の物質名の表示は，一般に広く使

用されている名称を有する添加物にあっては，その名称

をもって，別表第７の上欄に掲げるものとして使用され

る添加物を含む食品にあっては，同表の当該下欄に掲げ

る表示をもって，これに代えることができる。 

加工所の所在地（輸入

品にあっては，輸入業

者の営業所所在地。以

下この表において同

じ。）及び加工者の氏

名又は名称（輸入品に

あっては，輸入業者の

氏名又は名称。以下こ

の表において同じ。） 

加工所（食品の加工（当該食品に関し，最終的に衛生状態

を変化させる加工（調整又は選別を含む。）に限る。以下

この項において同じ。）が行われた場所。以下この表にお

いて同じ。）の所在地（輸入品にあっては，輸入業者の営

業所所在地）及び食品の加工を行う者の氏名又は名称（輸

入品にあっては，輸入業者の氏名又は名称。以下この表に

おいて同じ。）を表示する。 

使用の方法 食品衛生法第１３条第１項の規定により定められた使用

基準に合う方法を表示する。 

しいたけ 栽培方法 次に定めるところにより表示する。 

① 原木栽培によるしいたけにあっては，「原木」と表示

する。 

② 菌床栽培によるしいたけにあっては，「菌床」と表示

する。 



③ 原木栽培及び菌床栽培によるしいたけを混合したも

のにあっては，重量の割合の高いものの順に「原木・菌

床」又は「菌床・原木」と表示する。 

アボカド，あんず，

おうとう，かんき

つ類，キウィー，ざ

くろ，すもも，西洋

なし，ネクタリン，

パイナップル，バ

ナナ，パパイヤ，ば

れいしょ，びわ，マ

ルメロ，マンゴー，

もも及びりんご 

アレルゲン（特定原材

料に由来する添加物

（抗原性が認められ

ないもの及び香料を

除く。）を含むものに

限る） 

１ 当該添加物を含む旨及び当該食品に含まれる添加物

が当該特定原材料に由来する旨を，原則，添加物の物質

名の直後に括弧を付して表示する。 

２ １の規定にかかわらず，当該食品に対し２種類以上

の添加物を使用しているものであって，当該添加物に

同一の特定原材料が含まれているものにあっては，そ

のうちのいずれかに特定原材料に由来する旨を表示す

れば，それ以外の添加物について，特定原材料に由来す

る旨の表示を省略することができる。ただし，当該添加

物に含まれる特定原材料が，科学的知見に基づき抗原

性が低いと認められる場合は，この限りでない。 

保存の方法 食品の特性に従って表示する。常温で保存すること以外

にその保存の方法に関し留意すべき特段の事項がない場

合は，これを省略することができる。 

消費期限又は賞味期

限 

１ 品質が急速に劣化しやすい食品にあっては消費期限

である旨の文字を冠したその年月日を，それ以外の食

品にあっては賞味期限である旨の文字を冠したその年

月日を年月日の順で表示する。 

２ １の規定にかかわらず，消費期限又は賞味期限であ

る旨の文字を冠したその年月日を省略することができ

る。 

添加物 １ 栄養強化の目的で使用されるもの，加工助剤及びキ

ャリーオーバーを除き，別表第６の上欄に掲げる添加

物として使用されるものを含む食品にあっては，当該

添加物の物質名及び同表の当該下欄に掲げる用途の表

示を，その他の添加物を含む食品にあっては当該添加

物の物質名を表示する。ただし，添加物の物質名の表示

は，一般に広く使用されている名称を有する添加物に

あっては，その名称をもって，別表第７の上欄に掲げる

ものとして使用される添加物を含む食品にあっては，

同表の当該下欄に掲げる表示をもって，これに代える

ことができる。 

２ １の規定にかかわらず，防ばい剤又は防かび剤とし

て使用される添加物以外の添加物を含むものにあって

は，当該添加物の物質名の表示及び当該添加物に係る



別表第７の下欄に掲げる表示を省略することができ

る。 

加工所の所在地及び

加工者の氏名又は名

称 

１ 加工所の所在地及び食品の加工を行う者の氏名又は

名称を表示する。 

２ １の規定にかかわらず，加工所の所在地又は加工者

の氏名若しくは名称を省略することができる。 

食肉（鳥獣の生肉

（骨及び臓器を含

む。）に限る。以下

この項において同

じ。） 

アレルゲン（特定原材

料に由来する添加物

を含むものに限る。） 

１ 当該添加物を含む旨及び当該食品に含まれる添加物

が当該特定原材料に由来する旨を，原則，添加物の物質

名の直後に括弧を付して表示する。 

２ １の規定にかかわらず，当該食品に対し２種類以上

の添加物を使用しているものであって，当該添加物に

同一の特定原材料が含まれているものにあっては，そ

のうちのいずれかに特定原材料に由来する旨を表示す

れば，それ以外の添加物について，特定原材料に由来す

る旨の表示を省略することができる。ただし，当該添加

物に含まれる特定原材料が，科学的知見に基づき抗原

性が低いと認められる場合は，この限りでない。 

保存の方法 食品衛生法第１３条第１項の規定により定められた保存

の方法の基準に合う方法を表示する。 

消費期限又は賞味期

限 

品質が急速に劣化しやすい食品にあっては消費期限であ

る旨の文字を冠したその年月日を，それ以外の食品にあ

っては賞味期限である旨の文字を冠したその年月日を年

月日の順で表示する。 

添加物 栄養強化の目的で使用されるもの，加工助剤及びキャリ

ーオーバーを除き，別表第６の上欄に掲げる添加物とし

て使用されるものを含む食品にあっては当該添加物の物

質名及び同表の当該下欄に掲げる用途の表示を，その他

の添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名を表

示する。ただし，添加物を含む旨の表示は，一般に広く使

用されている名称を有する添加物にあっては，その名称

をもって，別表第７の上欄に掲げるものとして使用され

る添加物を含む食品にあっては，同表の当該下欄に掲げ

る表示をもって，これに代えることができる。 

加工所の所在地及び

加工者の氏名又は名

称 

加工所の所在地及び食品の加工を行う者の氏名又は名称

を表示する。 

鳥獣の種類 １ 「牛」，「馬」，「豚」，「めん羊」，「鶏」等とその動物名

を表示する。 



２ 鳥獣の内臓にあっては「牛肝臓」，「心臓（馬）」等と

表示する。 

３ 名称から鳥獣の種類が十分判断できるものにあって

は，鳥獣の種類の表示を省略することができる。 

処理を行った旨（刃を

用いてその原形を保

ったまま筋及び繊維

を短く切断する処理

その他病原微生物に

よる汚染が内部に拡

大するおそれのある

処理（調味料に浸潤さ

せる処理及び他の食

肉の断片を結着させ

成型する処理を除

く。） を行ったものに

限る。） 

処理を行った旨を示す文言を表示する。 

飲食に供する際にそ

の全体について十分

な加熱を要する旨 

（刃を用いてその原

形を保ったまま筋及

び繊維を短く切断す

る処理その他病原微

生物による汚染が内

部に拡大するおそれ

のある処理（調味料に

浸潤させる処理及び

他の食肉の断片を結

着させ成型する処理

を除く。）を行ったも

のに限る。） 

「あらかじめ処理してありますので中心部まで十分に加

熱してお召し上がりください」，「あらかじめ処理してあ

りますので十分に加熱してください」等飲食に供する際

にその全体について十分な加熱を要する旨の文言を表示

する。 

生食用である旨（牛肉

（内臓を除く。）であ

って生食用のものに

限る。） 

「生食用」，「生のまま食べられます」等生食用である旨を

示す文字を表示する。 

と畜場の所在地の都

道府県名（輸入品にあ

とさつ又は解体が行われたと畜場の所在地の都道府県名

（輸入品にあっては，原産国名）及びと畜場である旨を冠



っては，原産国名）及

びと畜場の名称 

（牛肉（内臓を除く。） 

であって生食用のも

のに限る。） 

した当該と畜場の名称を表示する。 

加工施設の所在地の

都道府県名（輸入品に

あっては，原産国名）

及び加工施設の名称

（牛肉（内臓を除く。） 

であって生食用のも

のに限る。） 

加工施設の所在地の都道府県名（輸入品にあっては，原産

国名）及び加工施設である旨を冠した当該加工施設の名

称を表示する。 

一般的に食肉の生食

は食中毒のリスクが

ある旨（牛肉（内臓を

除く。） であって生食

用のものに限る。） 

「一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがあります」，

「食肉（牛肉）の生食は，重篤な食中毒を引き起こすリス

クがあります」等一般的に食肉の生食は食中毒のリスク

がある旨の文言を表示する。 

子供，高齢者その他食

中毒に対する抵抗力

の弱い者は食肉の生

食を控えるべき旨 

（牛肉（内臓を除く。） 

であって生食用のも

のに限る。） 

「子供，高齢者，食中毒に対する抵抗力の弱い方は食肉の

生食をお控えください」，「お子様，お年寄り，体調の優れ

ない方は，牛肉を生で食べないでください」等子供，高齢

者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を

控えるべき旨の文言を表示する。 

生乳，生山羊乳，生

めん羊乳及び生水

牛乳 

生乳，生山羊乳，生め

ん羊乳又は生水牛乳

である旨 

１ 「生乳」，「生山羊乳」，「生めん羊乳」又は「生水牛乳」

を表示する。 

２ 生乳のうち，ジャージー種の牛から搾取したものに

あっては，「ジャージー種」等ジャージー種の牛から搾

取した旨を示す文字を表示する。 

鶏の殻付き卵 アレルゲン（特定原材

料に由来する添加物

を含むものに限る。） 

１ 当該添加物を含む旨及び当該食品に含まれる添加物

が当該特定原材料に由来する旨を，原則，添加物の物質

名の直後に括弧を付して表示する。 

２ １の規定にかかわらず，当該食品に対し２種類以上

の添加物を使用しているものであって，当該添加物に

同一の特定原材料が含まれているものにあっては，そ

のうちのいずれかに特定原材料に由来する旨を表示す

れば，それ以外の添加物について，特定原材料に由来す

る旨の表示を省略することができる。ただし，当該添加



物に含まれる特定原材料が，科学的知見に基づき抗原

性が低いと認められる場合は，この限りでない。 

保存の方法 食品の特性に従って表示する。常温で保存すること以外

にその保存の方法に関し留意すべき特段の事項がない場

合は，これを省略することができる。 

賞味期限 １ 賞味期限である旨の文字を冠したその年月日を年月

日の順で表示する。 

２ １の規定にかかわらず，賞味期限の表示は，鶏の殻付

き卵が産卵された年月日，採卵した年月日，重量及び品

質ごとに選別した年月日又は包装した年月日の文字を

冠したその年月日の表示をもって，これに代えること

ができる（生食用のものを除く。）。 

添加物 栄養強化の目的で使用されるもの，加工助剤及びキャリ

ーオーバーを除き，別表第６の上欄に掲げる添加物とし

て使用されるものを含む食品にあっては当該添加物の物

質名及び同表の当該下欄に掲げる用途の表示を，その他

の添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名を表

示する。ただし，添加物の物質名の表示は，一般に広く使

用されている名称を有する添加物にあっては，その名称

をもって，別表第７の上欄に掲げるものとして使用され

る添加物を含む食品にあっては，同表の当該下欄に掲げ

る表示をもって，これに代えることができる。 

採卵施設等の所在地

及び採卵した者等の

氏名 

採卵施設等の所在地及び採卵した者等の氏名又は名称

は，採卵した施設又は鶏の殻付き卵を重量及び品質ごと

に選別し，包装した施設の所在地（輸入品にあっては，輸

入業者の営業所所在地）及び採卵した者又は鶏の殻付き

卵を重量及び品質ごとに選別し，包装した者（輸入品にあ

っては，輸入業者）の氏名又は名称を表示する。 

使用の方法 食品衛生法第１３条第１項の規定により定められた使用

基準に合う方法を表示する。 

生食用である旨（生食

用のものに限る。） 

「生食用」，「生のまま食べられます」等生食用である旨を

示す文字を表示する。 

摂氏１０度以下で保

存することが望まし

い旨（生食用のものに

限る。） 

「10℃以下で保存することが望ましい」の文言等摂氏１

０度以下で保存することが望ましい旨を示す文言を表示

する。 

賞味期限を経過した

後は飲食に供する際

「賞味期限経過後は，十分に加熱調理する必要がありま

す」の文言等賞味期限を経過した後は飲食に供する際に



に加熱殺菌を要する

旨（生食用のものに限

る。） 

加熱殺菌を要する旨を示す文言を表示する。 

加熱加工用である旨

（生食用のものを除

く。） 

「加熱加工用」等加熱加工用である旨を示す文字を表示

する。 

飲食に供する際に加

熱殺菌を要する旨（生

食用のものを除く。） 

「飲食に供する際には加熱殺菌が必要です」等飲食に供

する際に加熱殺菌を要する旨を示す文言を表示する。 

水産物 解凍した旨（凍結させ

たものを解凍したも

のである場合に限

る。） 

「解凍」と表示する。 

養殖された旨（養殖さ

れたものである場合

に限る。） 

「養殖」と表示する。 

切り身又はむき身

にした魚介類（生

かき及びふぐを除

く。以下同じ。）で

あって生食用のも

の（凍結させたも

のを除く。） 

アレルゲン（特定原材

料に由来する添加物

を含むものに限る。） 

１ 当該添加物を含む旨及び当該食品に含まれる添加物

が当該特定原材料に由来する旨を，原則，添加物の物質

名の直後に括弧を付して表示する。 

２ １の規定にかかわらず，当該食品に対し２種類以上

の添加物を使用しているものであって，当該添加物に

同一の特定原材料が含まれているものにあっては，そ

のうちのいずれかに特定原材料に由来する旨を表示す

れば，それ以外の添加物について，特定原材料に由来す

る旨の表示を省略することができる。ただし，当該添加

物に含まれる特定原材料が，科学的知見に基づき抗原

性が低いと認められる場合は，この限りでない。 

保存の方法 食品衛生法第１３条第１項の規定により定められた保存

の方法の基準に合う方法を表示する。 

消費期限又は賞味期

限 

品質が急速に劣化しやすい食品にあっては消費期限であ

る旨の文字を冠したその年月日を，それ以外の食品にあ

っては賞味期限である旨の文字を冠したその年月日を年

月日の順で表示する。 

添加物 栄養強化の目的で使用されるもの，加工助剤及びキャリ

ーオーバーを除き，別表第６の上欄に掲げる添加物とし

て使用されるものを含む食品にあっては当該添加物の物

質名及び同表の当該下欄に掲げる用途の表示を，その他

の添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名を表



示する。ただし，添加物の物質名の表示は，一般に広く使

用されている名称を有する添加物にあっては，その名称

をもって，別表第７の上欄に掲げるものとして使用され

る添加物を含む食品にあっては，同表の当該下欄に掲げ

る表示をもって，これに代えることができる。 

加工所の所在地及び

加工者の氏名又は名

称 

加工所の所在地及び食品の加工を行う者の氏名又は名称

を表示する。 

生食用である旨 「生食用」，「刺身用」，「そのままお召し上がりになれま

す」等生食用である旨を示す文言を表示する。 

ふぐの内臓を除去

し，皮をはいだも

の並びに切り身に

したふぐ，ふぐの

精巣及びふぐの皮

であって，生食用

でないもの 

処理年月日 処理年月日である旨の文字を冠したその年月日を表示す

る。 

処理事業者の氏名又

は名称及び住所 

処理事業者の氏名又は名称及び住所を表示する。 

原料ふぐの種類 原料ふぐの種類を標準和名で表示するとともに，「標準和

名」の文字を表示する。 

漁獲水域名（原料ふぐ

の種類がなしふぐ（有

明海，橘湾，香川県及

び岡山県の瀬戸内海

域で漁獲されたもの

に限る。） の筋肉を原

材料とするもの又は

なしふぐ（有明海及び

橘湾で漁獲され，長崎

県が定める要領に基

づき処理されたもの

に限る。） の精巣を原

材料とするものに限

る。） 

漁獲水域を表示する。 

切り身にしたふ

ぐ，ふぐの精巣及

びふぐの皮であっ

て，生食用のもの 

アレルゲン（特定原材

料に由来する添加物

を含むものに限る。） 

１ 当該添加物を含む旨及び当該食品に含まれる添加物

が当該特定原材料に由来する旨を，原則，添加物の物質

名の直後に括弧を付して表示する。 

２ １の規定にかかわらず，当該食品に対し２種類以上

の添加物を使用しているものであって，当該添加物に

同一の特定原材料が含まれているものにあっては，そ

のうちのいずれかに特定原材料に由来する旨を表示す

れば，それ以外の添加物について，特定原材料に由来す



る旨の表示を省略することができる。ただし，当該添加

物に含まれる特定原材料が，科学的知見に基づき抗原

性が低いと認められる場合は，この限りでない。 

保存の方法 食品衛生法第１３条第１項の規定により定められた保存

の方法の基準に合う方法を表示する。 

消費期限又は賞味期

限 

品質が急速に劣化しやすい食品にあっては消費期限であ

る旨の文字を冠したその年月日を，それ以外の食品にあ

っては賞味期限である旨の文字を冠したその年月日を年

月日の順で表示する。 

添加物 栄養強化の目的で使用されるもの，加工助剤及びキャリ

ーオーバーを除き，別表第６の上欄に掲げる添加物とし

て使用されるものを含む食品にあっては当該添加物の物

質名及び同表の当該下欄に掲げる用途の表示を，その他

の添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名を表

示する。ただし，添加物の物質名の表示は，一般に広く使

用されている名称を有する添加物にあっては，その名称

をもって，別表第７の上欄に掲げるものとして使用され

る添加物を含む食品にあっては，同表の当該下欄に掲げ

る表示をもって，これに代えることができる。 

加工所の所在地及び

加工者の氏名又は名

称 

加工所の所在地及び食品の加工を行う者の氏名又は名称

を表示する。 

加工年月日（ロットが

特定できるもの） 

加工年月日である旨の文字を冠したその年月日，ロット

番号等のいずれかを表示する。 

原料ふぐの種類 原料ふぐの種類を標準和名で表示するとともに，「標準和

名」の文字を表示する。 

漁獲水域名（原料ふぐ

の種類がなしふぐ（有

明海，橘湾，香川県及

び岡山県の瀬戸内海

域で漁獲されたもの

に限る。） の筋肉を原

材料とするもの又は

なしふぐ（有明海及び

橘湾で漁獲され，長崎

県が定める要領に基

づき処理されたもの

に限る。） の精巣を原

漁獲水域を表示する。 



材料とするものに限

る。） 

生食用であるかない

かの別（凍結させたも

のに限る。） 

生食用のものにあっては，生食用である旨を示す文言を

表示し，生食用でないものにあっては，生食用でない旨を

示す文言を表示する。 

生食用である旨（凍結

させたものを除く。） 

「生食用」等生食用である旨を示す文字を表示する。 

冷凍食品のうち，

切り身又はむき身

にした魚介類（生

かきを除く。）を凍

結させたもの 

アレルゲン（特定原材

料に由来する添加物

を含むものに限る。） 

１ 当該添加物を含む旨及び当該食品に含まれる添加物

が当該特定原材料に由来する旨を，原則，添加物の物質

名の直後に括弧を付して表示する。 

２ １の規定にかかわらず，当該食品に対し２種類以上

の添加物を使用しているものであって，当該添加物に

同一の特定原材料が含まれているものにあっては，そ

のうちのいずれかに特定原材料に由来する旨を表示す

れば，それ以外の添加物について，特定原材料に由来す

る旨の表示を省略することができる。ただし，当該添加

物に含まれる特定原材料が，科学的知見に基づき抗原

性が低いと認められる場合は，この限りでない。 

保存の方法 食品衛生法第１３条第１項の規定により定められた保存

の方法の基準に合う方法を表示する。 

消費期限又は賞味期

限 

品質が急速に劣化しやすい食品にあっては消費期限であ

る旨の文字を冠したその年月日を，それ以外の食品にあ

っては賞味期限である旨の文字を冠したその年月日を年

月日の順で表示する。 

添加物 栄養強化の目的で使用されるもの，加工助剤及びキャリ

ーオーバーを除き，別表第６の上欄に掲げる添加物とし

て使用されるものを含む食品にあっては当該添加物の物

質名及び同表の当該下欄に掲げる用途の表示を，その他

の添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名を表

示する。ただし，添加物の物質名の表示は，一般に広く使

用されている名称を有する添加物にあっては，その名称

をもって，別表第７の上欄に掲げるものとして使用され

る添加物を含む食品にあっては，同表の当該下欄に掲げ

る表示をもって，これに代えることができる。 

加工所の所在地及び

加工者の氏名又は名

称 

加工所の所在地及び食品の加工を行う者の氏名又は名称

を表示する。 

生食用であるかない 生食用のものにあっては，生食用である旨を示す文言を



かの別 表示し，生食用でないものにあっては，生食用でない旨を

示す文言を表示する。 

生かき アレルゲン（特定原材

料に由来する添加物

を含むものに限る。） 

１ 当該添加物を含む旨及び当該食品に含まれる添加物

が当該特定原材料に由来する旨を，原則，添加物の物質

名の直後に括弧を付して表示する。 

２ １の規定にかかわらず，当該食品に対し２種類以上

の添加物を使用しているものであって，当該添加物に

同一の特定原材料が含まれているものにあっては，そ

のうちのいずれかに特定原材料に由来する旨を表示す

れば，それ以外の添加物について，特定原材料に由来す

る旨の表示を省略することができる。ただし，当該添加

物に含まれる特定原材料が，科学的知見に基づき抗原

性が低いと認められる場合は，この限りでない。 

保存の方法 食品衛生法第１３条第１項の規定により定められた保存

の方法の基準に合う方法を表示する。 

消費期限又は賞味期

限 

品質が急速に劣化しやすい食品にあっては消費期限であ

る旨の文字を冠したその年月日を，それ以外の食品にあ

っては賞味期限である旨の文字を冠したその年月日を年

月日の順で表示する。 

添加物 栄養強化の目的で使用されるもの，加工助剤及びキャリ

ーオーバーを除き，別表第６の上欄に掲げる添加物とし

て使用されるものを含む食品にあっては当該添加物の物

質名及び同表の当該下欄に掲げる用途の表示を，その他

の添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名を表

示する。ただし，添加物の物質名の表示は，一般に広く使

用されている名称を有する添加物にあっては，その名称

をもって，別表第７の上欄に掲げるものとして使用され

る添加物を含む食品にあっては，同表の当該下欄に掲げ

る表示をもって，これに代えることができる。 

加工所の所在地及び

加工者の氏名又は名

称 

加工所の所在地及び食品の加工を行う者の氏名又は名称

を表示する。 

生食用であるかない

かの別 

生食用又は加工用の別を表示する。生食用以外のかきに

ついては，「加熱調理用」，「加熱加工用」，「加熱用」等加

熱しなければならないことを明確に表示する。 

採取された水域（生食

用のものに限る。） 

都道府県，地域保健法第５条第１項の政令で定める市又

は特別区が，自然環境等を考慮した上で決定した，採取さ

れた水域の範囲を表示する。 



 



別表第２５（第２７条関係）：業務用生鮮食品の容器包装に表示しなければならない事項  
 
○名称（農産物（放射線を照射した食品，保健機能食品及びシアン化合物を含有する豆類を除く。），鶏の

殻付き卵（保健機能食品を除く。）及び水産物（保健機能食品及び切り身又はむき身にした魚介類を除
く。）を除く。） 

○放射線照射に関する事項 
○乳児用規格適用食品である旨 
○シアン化合物を含有する豆類に関する事項 
○アボカド，あんず，おうとう，かんきつ類，キウィー，ざくろ，すもも，西洋なし，ネクタリン，パイ

ナップル，バナナ，パパイヤ，ばれいしょ，びわ，マルメロ，マンゴー，もも及びりんごに関する事項 
○食肉（鳥獣の生肉（骨及び臓器を含む。）に限る。）に関する事項 
○生乳，生山羊乳，生めん羊乳及び生水牛乳に関する事項 
○鶏の殻付き卵に関する事項 
○切り身又はむき身にした魚介類（生かき及びふぐを除く。）であって，生食用のもの（凍結させたもの

を除く。）に関する事項 
○ふぐの内臓を除去し，皮をはいだもの並びに切り身にしたふぐ，ふぐの精巣及びふぐの皮であって，生

食用でないものに関する事項 
○切り身にしたふぐ，ふぐの精巣及びふぐの皮であって，生食用のものに関する事項 
○冷凍食品のうち，切り身又はむき身にした魚介類（生かきを除く。）を凍結させたものに関する事項 
○生かきに関する事項 


